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1．本投資信託説明書（交付目論見書）により行うＭＨＡＭ株価インデックス

参照ファンド 08-03 の募集については、委託者は、金融商品取引法（昭和 23

年法第 25 号）第 5 条の規定により、有価証券届出書を平成 20 年 2 月 15 日

に関東財務局長に提出しており、平成 20 年 3 月 2 日にその届出の効力が生

じております。 

 

2．本投資信託説明書（交付目論見書）は、金融商品取引法第 13 条の規定に基

づく目論見書のうち、同法第 15 条第 2 項の規定に基づき投資家がファンド

を取得する際にあらかじめまたは同時に交付を行う目論見書です。 

 

3．ＭＨＡＭ株価インデックス参照ファンド 08-03 の基準価額は、同ファンド

に組入れられる有価証券等の値動きによる影響を受けるため、変動します。

これらの運用による損益はすべて投資家の皆様に帰属します。したがいまし

て、元金が保証されているものではありません。 

 

4．本投資信託説明書（交付目論見書）に記載されている税率は、平成 20 年 2

月 15 日現在のものですが、税法が改正された場合には、それに伴ない税率

が変更される場合があります。 

 

5．ＭＨＡＭ株価インデックス参照ファンド 08-03 における有価証券届出書第

三部の内容を記載した投資信託説明書（請求目論見書）については、投資家

の請求により交付いたします。なお、投資家が投資信託説明書（請求目論見

書）をご請求された場合には、請求を行った旨をご自身において記録いただ

きますようお願いいたします。投資信託説明書（請求目論見書）の記載項目

等については、23 頁をご参照ください。 

 

 

この投資信託は、日経平均株価の動きに応じて償還価格等が決定される国内

外の公社債（特にユーロ円債）を主要投資対象としています。日経平均株価の

変化等による組入公社債の価格の下落や、それらの発行者の信用状況の悪化等

の影響により、ファンドの基準価額が下落し、損失を被ることがあります。 

 



 

下記の事項は、この投資信託（以下「当ファンド」といいます。）をお申込み
される投資家の皆さまにあらかじめ、ご確認いただきたい重要な事項としてお
知らせするものです。 

当ファンドの取得申込みにあたっては、下記の事項および本投資信託説明書
（交付目論見書）をよくお読みいただき、当ファンドの内容をご理解のうえ、
お申込みください。 

■当ファンドに係るリスクについて 
当ファンドは、日経平均株価の動きに応じて償還価格等が決定される国内外

の公社債（特にユーロ円債）を主要投資対象としています。日経平均株価の変
化等による組入公社債の価格の下落や、それらの発行者の信用状況の悪化等の
影響により、ファンドの基準価額が下落し、損失を被ることがあります。 
したがって、投資家の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準

価額の下落により、損失を被り、投資元金を割り込むことがあります。 
当ファンドの基準価額の変動要因としては、主に「市場リスク」、「信用リス

ク」、「銘柄集中リスク」などがあります。 
※ 詳しくは、本投資信託説明書（交付目論見書）の「Ⅴ．投資リスク」をご

参照ください。 

■当ファンドに係る手数料等について 

●申込手数料 
受益権１口当たり２６２．５円(税込)を上限に販売会社が独自に定める額。

詳しくは、販売会社もしくは申込手数料を記載した書面等にてご確認くださ
い。 

●解約手数料 
ありません。 

●信託報酬 
日々の信託財産の元本総額に対して、年０．５７７５％(税込)の率を乗じ

て得た額。 

●信託財産留保額 
解約請求受付日の翌営業日の基準価額に０．３％の率を乗じて得た額。 

●その他の費用 
監査報酬、特定資産の価格等の調査に要する費用、信託事務の処理に要す

る諸費用、外国における資産の保管等に要する費用、受託者の立替えた立替
金の利息ならびに資金の借入れを行った際の当該借入金の利息、ファンドの
組入有価証券の売買の際に発生する費用および先物・オプション取引等に要
する費用等を、ファンドの信託財産を通じて間接的にご負担いただきます。

なお、その他の費用については、定期的に見直されるものや売買条件等に
より異なるため、あらかじめ当該費用（上限額等を含む）を表示することが
できません。また、上記手数料等の合計額についても、申込金額や保有期間
等に応じて異なりますので、あらかじめ表示することができません。 

※ 詳しくは、本投資信託説明書（交付目論見書）の「Ⅶ．費用及び税金」を
ご参照ください。 

 



ＭＨＡＭ株価インデックス参照ファンド０８－０３ 
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ファンドの基本情報 

 
商 品 分 類 単位型株式投資信託／バランス型 P23 参照

ファンドのねらい 信託財産の成長をはかることを目標として運用を行います。 P 1 参照

主 な 投 資 対 象 国内外の高格付の公社債(特にユーロ円債)を主要投資対象と

します。 

P 3 参照

主 な 投 資 制 限 株式への投資は、転換社債等の転換等により取得したものに限

り、信託財産の純資産総額の10％以下とします。 

外貨建資産への投資は行いません。 

P 8 参照

価額 変動リスク 公社債（特にユーロ円債）などの値動きのある証券等に投資し

ますので、基準価額は変動します。したがって、元本が保証さ

れているものではありません。 

P10 参照

信 託 期 間 平成 20 年３月 28 日～平成 23年３月 27日(早期償還条項付) P19 参照

決 算 毎年３月および９月の各 27 日に決算を行います。 

（ただし、休業日の場合は、翌日以降の最初の営業日） 

P19 参照

収 益 分 配 各決算期末に収益分配方針に基づいて分配します。 P 9 参照

募 集 総 額 上限 100 億円 P23 参照

お 申 込 み 期 間 平成 20 年３月３日～平成 20年３月 27日 P14 参照

お 申 込 単 位 10口以上１口単位 P14 参照

お 申 込 価 額 １口当たり１万円 

※ 当該価額には、お申込手数料およびお申込手数料にかかる

消費税等相当額が含まれます。 

P14 参照

お 申 込 手 数 料 受益権１口当たり262.5円（税込）を上限に販売会社が独自に定

める額 

※ お申込手数料には、消費税等相当額(５％)が課せられます。 

※ お申込手数料と消費税等相当額は、お申込価額に含まれます。 

P14 参照

途 中 解 約 平成23年３月３日までの毎月20日（休業日の場合は翌営業日）

を解約請求受付日として途中解約できます。（詳しくは本文を

ご覧ください。） 

P15 参照

ご 解 約 単 位 １口単位 P15 参照

ご 解 約 の 価 額 解約請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を

控除した価額 

P15 参照

信託 財産留保額 解約請求受付日の翌営業日の基準価額の 0.3％ P15 参照

解 約 手 数 料 ありません。 P15 参照

信 託 報 酬 日々の信託財産の元本総額に対して、年率0.5775％（税込） P17 参照

※頁数は、投資信託説明書（交付目論見書）本文における参照頁を表します。 
※ご投資家のみなさまにおかれましては、商品の内容を十分ご理解のうえお申し込みください

ますよう、お願い申し上げます。 



（愛称） リターンエース NEO

ファンドの特色�

【用語説明】�

設定日� 3年後�

第1期�

1年後�

第2期� 第3期�

2年後�

第4期� 第5期�

運用�
開始�

満期�
償還�

判
定
日
・
早
期
償
還
な
し�

目標分配額�

303円�

（注）早期償還および満期償還時の目標分配額は、償還価額に含まれて支払われます。また、累積分配額は、償還価額に含まれ
る目標分配額を合わせた累積額です。（以下同じ。）�

※1　判 　 定 　 日：平成21年3月から平成22年9月までの3月および9月の各8日（休業日の場合は翌営業日）とします。�
（第1期および第6期は判定日はありません。）�

※2　当　初　株　価：平成20年3月28日から同年4月1日の3営業日の日経平均株価の平均値（小数点第3位切り捨て）をいいます。�
なお、早期償還水準およびワンタッチ水準についても小数点第3位切り捨てとします。�

※3　株価観測期間：平成20年4月2日から平成23年3月10日までの期間をいいます。�

※4　最　終　株　価：平成23年3月10日の日経平均株価をいいます。�

（注）日経平均株価は、該当日における大引け終値を対象とします。なお、日程は、平成20年2月15日時点において知りうる暦によるもので
あり、祝祭日等に変更・追加があった場合は変更になることがあります。�

早期償還のイメージ�

当ファンドのリスクおよび費用�
◆当ファンドへの投資に伴ない想定される主なリスクは、以下の通りです。リスクの詳細については、投資
信託説明書（交付目論見書）本文をご覧ください。�
　　市場リスク、信用リスク、銘柄集中リスクなど�
◆当ファンドへの投資に伴なう主な費用は、以下の通りです。費用の詳細については、投資信託説明書（交
付目論見書）本文をご覧ください。�

　　お申込み手数料、信託報酬、信託財産留保額、その他の費用など�

※本書における各投資成果は、当ファンドが目標とするものであり、実際の投資成果を保証するものではありません。詳しくは次頁下の「ご
注意事項」をご覧ください。�
※ファンドが上記の特色を有するため、株価観測期間中の日経平均株価の変動および最終株価の水準に応じて償還日および償還価格が
決定されるユーロ円債（格付は原則組入れ時AA-またはAa3以上）を主要投資対象とし、可能な限り高位に組入れます。�

※年2回とは、年次（1月から12月）換算ベースによる頻度を表します。�

年2回の分配目標：年2回の決算日に、目標分配額を支払うことを目指します。�
目標分配額は、第1期・第2期は各期303円、第3期・第4期は各期25円、第5期・第6期は各期5円です。（注）�

（注）早期償還する場合、次の期以降に予定されていた目標分配額は支払われません。�
また、早期償還および満期償還時の目標分配額は、償還価額に含まれて支払われます。�

Ⅰ�

早期償還条項付：平成21年3月以降、年2回設定された判定日※1 に、日経平均株価が早期償還水準［第2期・第3期は当初
株価※2 の100％、第4期・第5期は当初株価の95％］以上であった場合、直後の決算日に投資元本（1口当たり1万円）＋目
標分配額で早期償還することを目指します。�

Ⅱ�

条件付元本確保：早期償還されない場合でも、株価観測期間※3 中の日経平均株価が以下のいずれかの条件を満たしてい
る場合には、満期償還時に投資元本を確保することを目指します。�
（投資元本を確保した価額に、上記「Ⅰ」の目標分配額を加算した価額での償還を目指します。）�
① 一度もワンタッチ水準［当初株価の65％］を超えて下落していない。�
② ワンタッチ水準を超えて下落したが、最終株価※4 が当初株価比100％以上となった。�
なお、ワンタッチ水準を超えて下落し、かつ最終株価が当初株価を下回った場合には、最終株価の当初株価比に連動した
価額（目標分配額加算前）による償還を目指すため、原則として満期償還時の目標分配額加算前の償還価額（目標）は、
投資元本を下回り10,000円未満となります。�

Ⅲ�

No

継続運用�

Yes 早期償還�

償還価額（目標）�

10,303円�
（累積分配額606円）�

判 定 日 の�
日経平均株価が�
早期償還水準�
（当初株価の100％）�
以上の水準にあるか�

No

継続運用�

Yes 早期償還�

償還価額（目標）�

10,025円�
（累積分配額631円）�

判 定 日 の�
日経平均株価が�
早期償還水準�
（当初株価の100％）�
以上の水準にあるか�

No

継続運用�

Yes 早期償還�

償還価額（目標）�

10,025円�
（累積分配額656円）�

判 定 日 の�
日経平均株価が�
早期償還水準�
（当初株価の95％）�
以上の水準にあるか�

No

継続運用�

Yes 早期償還�

償還価額（目標）�

10,005円�
（累積分配額661円）�

判 定 日 の�
日経平均株価が�
早期償還水準�
（当初株価の95％）�
以上の水準にあるか�



MHAM株価インデックス参照ファンド 08-03�
単位型株式投資信託／バランス型�

本書における償還価額（目標）および目標分配額（累積分配額を含みます。以下同じ。）などの各投資成果は、当ファンドが投資対象とす
るユーロ円債に全額投資を行い、かつ条件通りにその利払および償還が受けられたと仮定したものであり、途中換金時のものではなく、
実際の運用成果を保証するものではありません。なお、税額は考慮しておりません。�
また、目標分配額については平成20年1月30日現在における投資環境に基づくものであり、実際に組入れることとなるユーロ円債の利
払額およびそれに基づく当ファンドの目標分配額は、当ファンドの設定日に決定されます。�
本書における償還価額（目標）、目標分配額は、すべて1口当たりの額を表示しております。�
日程は、平成20年2月15日時点において知りうる暦によるものであり、祝祭日等に変更・追加があった場合は変更になることがあります。�

判定日に早期償還水準以上にならず、株価観測期間中にワンタッチ水準を超えて下落したうえ、最終株価が
当初株価を下回ったため、最終株価の当初株価比に連動した価額＋目標分配額（5円）で満期償還します。
（累積分配額666円）�
　例）最終株価が当初株価比70％となった場合�
　　　  　償還価額（目標）は10,000円×70％＋5円＝7,005円となります。�

ファンドのスケジュールと償還パターン・償還価額（目標）のイメージ�

各期の目標分配額・判定日・早期償還水準・早期償還日�
   目標分配額 判定日 早期償還水準 早期償還日（決算日）�    （当初株価比）�

 第1期 303円 － － （平成20年9月29日）※�

 第2期 303円 平成21年3月9日 100％ 平成21年3月27日�

 第3期 25円 平成21年9月8日 100％ 平成21年9月28日�

 第4期 25円 平成22年3月8日 95％ 平成22年3月29日�

 第5期 5円 平成22年9月8日 95％ 平成22年9月27日�

 第6期 5円 － － －�

※第1期は早期償還は行いません。�

A 判定日に早期償還水準以上になりませんでしたが、株価観測期間中にワンタッチ水準を超えて下落しなかっ
たので投資元本を確保して投資元本＋目標分配額（＝10,005円）で満期償還します。（累積分配額666円）�
B 判定日に早期償還水準以上にならず、株価観測期間中にワンタッチ水準を超えて下落しましたが、最終株
価が当初株価比100％以上となりましたので、投資元本を確保して投資元本＋目標分配額（＝10,005円）
で満期償還します。（累積分配額666円）�

A 第2期の判定日に早期償還水準以上となったので、�
第2期の決算日に投資元本＋目標分配額（＝10,303円）で早期償還します。（累積分配額606円）�

B 株価観測期間中にワンタッチ水準を超えて下落しましたが、第4期の判定日に早期償還水準以上となった
ので、第4期の決算日に投資元本＋目標分配額（＝10,025円）で早期償還します。（累積分配額656円）�

ご 注 意 事 項 �

ケース①�
早期償還�
�（　　）�

ケース②�
満期償還�

（　　）�

ケース③�
満期償還�

（　　）�

（注）上記は償還パターンを説明するイメージ図であり、実際の推移を示唆するものではありません。�

元本確保�
ケ ー ス�

元本確保�
ケ ー ス�

元本割れ�
ケ ー ス�

65％�

第1期� 第2期� 第6期�第5期�第4期�第3期�

ケース①B

ケース②A

ケース②B

ケース③�

早期償還水準�

当初株価算出期間�
（平成20年3月28日～4月1日）�

100％�
95％�

日経平均株価�
（当初株価比）�

最終株価算出日�
（平成23年3月10日）�
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当ファンドの申込手数料、基準価額ならびに換金価額等については、下記の照会先までお問

い合わせください。 

 みずほ投信投資顧問株式会社 

● ホームページアドレス （http://www.mizuho-am.co.jp/） 

● 電 話 番 号※    （0120-324-431） 

※ 受付時間：営業日の午前９時～午後５時［半日営業日の場合は午前９時～正午］

※ 換金価額については、電話による照会のみとなります。 
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Ⅰ．ファンドの特色 
 

 

(1) ファンドの特色 

ＭＨＡＭ株価インデックス参照ファンド08-03（以下「当ファンド」といいます。）は、信託

財産の成長をはかることを目指して運用を行います。 

なお、当ファンドは、100億円を上限に受益者のために利殖の目的をもって信託し、受託者は

これを引受けます。 
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◆ ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。 

◆ ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿（｢振替口座簿｣といいます。）
への記載･記録によって行われますので、受益証券は発行されません。 

※ 当ファンドの受益権は、社債等の振替に関する法律(政令で定める日以降「社債、株式等の振
替に関する法律」となった場合は読み替えるものとし、「社債、株式等の振替に関する法律」を
含め「社振法」といいます。以下同じ。)の規定の適用を受けることとし、受益権の帰属は、後
述の「Ⅹ.その他の情報 (1)ファンドに関する情報 ③ 振替機関に関する事項」に記載の振替機
関および当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第２条に規定する「口座管理機関」をい
い、振替機関を含め、「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されること
により定まります。（以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振
替受益権」といいます。）詳しくは、販売会社にお問い合わせください。 

 

(2) ファンドの仕組み 

 当ファンドの運営の仕組み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

投資信託振替制度（以下「振替制度」といいます。）について

お

申

込

者

池

田

銀

行

み
ず
ほ
投
信
投
資
顧
問

み

ず

ほ

信

託

銀

行

国 

内 

外 

の 
 

高
格
付
け
の
公
社
債

お申込金 お申込金＊ 信 託 金 投  資 

収益分配金 
償  還  金 
一部解約金 

収益分配金
償  還  金
一部解約金

損 益 損 益 

運用の指図

募集･販売等
契    約

信託契約

販売会社は委託者との間で「投資信
託受益権の募集・販売等に関する契
約書」（募集・販売等契約）を締結
し、ファンドに関する主に次の業務
を引き受けます。 
(1)受益権の募集の取扱い・販売 
(2)受益者の請求に基づく一部解約事

務 
(3)受益者からの受益権の買取り 
(4)受益者に対する一部解約金、買取

代金、収益分配金及び償還金の支
払い 

(5)受益者に対し交付される収益分配
金の再投資に係る事務 

(6)受益者に対する目論見書、信託約
款、運用報告書等の交付 等 

委託者は信託財産の運用の
指図、目論見書・運用報告
書の作成等を行います。 
 

受託者は信託契約に基づ
き、信託財産を保管・管理
し、受益権設定にかかる振
替機関への通知等を行いま
す。なお、信託事務の一部
につき資産管理サービス信
託銀行株式会社に委託する
ことができます。ただし、
外国における資産の保管
は、外国の金融機関が行い
ます。 

（受益者） （委託者） （受託者） （主要投資対象）（販売会社） 

＊ お申込金は、委託者の指定する口座を経由して受託者の指定

するファンド口座（受託者が再信託している場合は、当該再

信託受託者の指定するファンド口座）に払い込まれます。 
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(3) 投 資 対 象 

 国内外の高格付けの公社債、特にユーロ円建て債券（以下「ユーロ円債」といいます｡）を主

要投資対象とします。 

 なお、投資対象とする資産の種類等については、約款をご参照ください。 

 

 

(4) 投 資 方 針 

 

① 基本方針 

 この投資信託は、信託財産の成長をはかることを目標として運用を行います。 

 

② 投資態度 

ａ. 当ファンドが主要投資対象とする国内外の公社債は、次頁（1）ファンドの運用プロセス

に記載される性質を有し、かつ当ファンドの信託期間終了日前に償還されるユーロ円債と

します。 

ｂ. 主要投資対象とするユーロ円債は、組入れ時にAA-またはAa3以上の格付けを得ている銘

柄または同等の格付けを得ている発行体が発行するユーロ円債を投資適格として投資対象

とすることを基本とします。（格付けは、スタンダード・アンド・プアーズ社あるいは

ムーディーズ・インベスターズ・サービス社による格付けを基準にします。ただし、これ

らの格付けがない場合には、委託者が当該格付けと同等の信用度を有すると判断したもの

を含みます。以下同じ。） 

ｃ. 原則として、投資適格のユーロ円債を可能な限り高位に組入れ、信託期間中は組入れた

ユーロ円債の銘柄の入れ替えは原則として行わないことを基本とします。ただし、組入れ

たユーロ円債の格付けまたは発行体の格付けが大きく低下した場合等には、当該ユーロ円

債を償還日以前に途中売却することがあります。この場合、当ファンドの運用方針が達成

されない可能性があります。 

ｄ. 第２期から第５期までの判定日における日経平均株価が、第２期および第３期は当初株

価（当ファンドの設定日から３営業日の日経平均株価の平均値（小数点第３位切り捨て）

をいいます。）比100％以上、第４期および第５期は当初株価比95％以上のいずれかの水

準であれば、直後の決算日(計算期間終了日)に信託契約を解約し､信託を終了します。

（以下「早期償還」といいます。） 

ｅ. 市場動向やファンドの資金事情および日経平均株価の改廃その他の特殊な状況等によっ

ては、上記の運用が行われないことがあります。 

 

(注) 日経平均株価に関する著作権、知的財産権、その他一切の権利は日本経済新聞社に帰属

します。当ファンドを日本経済新聞社が保証するものではありません。日本経済新聞社は、

日経平均株価の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。 
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Ⅱ．運 用 体 制 
 

（1） ファンドの運用プロセス 

 
1．当ファンドは公社債の組入れにあたり、以下の性質を有するユーロ円債を主要投資対象とし、

可能な限り高位に組入れます。 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2．主要投資対象とするユーロ円債は、組入れ時にAA-またはAa3以上の格付けを得ている銘柄ま

たは同等の格付けを得ている発行体が発行するユーロ円債を投資適格として投資対象とする

ことを基本とします。 

 
3．原則として、投資適格のユーロ円債を可能な限り高位に組入れ、信託期間中は組入れたユー

ロ円債の銘柄の入れ替えは原則として行わないことを基本とします。ただし、組入れたユー

ロ円債の格付けまたは発行体の格付けが大きく低下した場合等には、当該ユーロ円債を償還

日以前に途中売却することがあります。この場合、当ファンドの運用方針が達成されない可

能性があります。 

《 組入れるユーロ円債の性質 》 

（ⅰ）当ファンドの第２期から第５期までに設定された判定日（平成21年３月から平成22

年９月までの３月および９月の各８日（該当日が休業日の場合は翌日以降の最初の営

業日をいいます。以下同じ。））における日経平均株価が、第２期および第３期は当

初株価（当ファンドの設定日から３営業日の日経平均株価の平均値(小数点第３位切

り捨て)をいいます。）比100％以上、第４期および第５期は当初株価比95％以上のい

ずれかの水準であれば、該当する判定日の直後の利払日にあらかじめ定められた価格

で繰上償還します。 

(注)日経平均株価は、各該当日における大引け終値を対象とします。なお、当初株価比の

数値については、計算結果の小数点第３位切り捨てとします。（以下同じ。） 

（ⅱ）上記（ⅰ）による繰上償還が行われなかった場合、株価観測期間中（当ファンドの

設定日から起算して４営業日目から当ファンドの満期償還日の11営業日前までをいい

ます。以下同じ。）の日経平均株価が当初株価比65％未満の水準に下落するか否かに

より、以下のように償還価格が決定します。 

① 株価観測期間中の日経平均株価が当初株価比65％未満の水準に下落しなかった場

合には、あらかじめ定められた価格で償還します。 

② 株価観測期間中の日経平均株価が当初株価比65％未満の水準に下落した場合は、

最終株価（当ファンドの満期償還日の11営業日前の日経平均株価をいいます。）の

当初株価比に連動した価格（ただし、あらかじめ定められた価格を上限としま

す。）で償還します。 
 

《 組入れるユーロ円債の発行体について 》 

・ 組入れるユーロ円債は、「UBS銀行 AG ロンドン（UBS銀行ロンドン支店）［格付：
AA(S&P)／Aaa(Moody’s)］」および「ノルウェー輸出金融公社［格付：AA+(S&P)／
Aaa(Moody’s)］」が発行するユーロ円債を予定しております。 

・ ①ファンドの資金事情、②市況動向、③上記ユーロ円債の格付けの格下げその他発
行体（その保証会社および当該ユーロ円債の信用力に影響を与えるその親会社等を含
みます。）の信用状態によっては、上記発行体の一方が発行するユーロ円債のみに投
資し、または上記発行体を変更する場合があります。 

・ 格付は、スタンダード・アンド・プアーズ(S&P)社およびムーディーズ・インベス
ターズ・サービス(Moody’s)社によるものを記しています。(平成20年１月30日現在) 
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（２）意思決定プロセス 

 

●資産別投資分析委員会
　各市場の見通しを策定します。

●投資政策委員会
　各市場の見通しを最終承認し、会社全体の基本認識とします。

●運用会議
　市場見通しを踏まえて運用に関する基本計画を審議・決定します。

●担当運用部・ファンドマネジャー
　運用会議で決定された基本計画に基づき、ファンドの担当運用部・
　ファンドマネジャーが具体的な運用計画を策定します。

●トレーディング部門
　運用計画に基づくファンドマネジャーからの発注指図を受け、売買
　に係る法令・約款および運用ガイドラインなど社内諸規則の遵守状
　況をチェックのうえ個別の取引を実行します。

●マクロ経済分析会議
　投資判断に先立つマクロ経済環境に関する前提を明確にします。

マクロ経済分析

資産別市場見通しの策定 国内
株式

国内
債券

外国
株式

外国
債券

具体的な運用計画の策定・実行

●運用評価委員会
　ファンドの運用リスク管理状況・運用実績について審議し評価を行
　います。

●コンプライアンス委員会
　法令・約款、運用ガイドラインなど社内諸規則に照らした運用内容
　のモニタリング結果を審議します。

運用実績の評価、モニタリング

●内部監査部門
※

  業務執行の適正
　性・妥当性・効
　率性等の観点か
　らモニタリング
　を実施していま
　す。

※平成19年12月末現在
　部門人員：４名

内部管理および
ファンドに係る
意思決定の監督

 

 

※ なお、上記の組織の体制および会議の名称等については、変更になることがあります。 

 

 

（３）関係法人に対する管理体制 

 

当ファンドの関係法人である受託者に対して、委託者は、内部統制に関する外部監査人による

報告書等の定期的な提出を求め、必要に応じて具体的な事項に関するヒアリングを行う等の方法に

より、適切な業務執行体制にあることを確認しています。 
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Ⅲ．投 資 制 限 
 

主要な投資制限 

① 株式（約款 運用の基本方針 運用方法（3）投資制限および約款第18条） 

1．株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（会社法第236条第1項第3号の財産が新

株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し

得ないことをあらかじめ明確にしている新株予約権付社債（以下、会社法施行前の旧商法第

341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約

権付社債」といいます。）の新株予約権に限ります。）の行使により取得したものに限り、

信託財産の純資産総額の10％以下とします。 

2．同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。 

② 外貨建資産（約款第14条） 

外貨建資産への投資は行いません。 

③ 同一銘柄の転換社債等（約款第19条） 

同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総

額の10％以下とします。 

④ 先物取引等（約款第20条） 

信託財産が運用対象とする有価証券および信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避する

ため、約款第20条に規定する先物取引等を同条各項に規定する範囲内で行うことができます。 

⑤ 有価証券の貸付（約款第26条） 

信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債の貸付を約款第26

条に規定する範囲内で行うことができます。 

⑥ 資金の借入れ（約款第27条） 

信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴なう支払資金の手

当て（一部解約に伴なう支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目的と

して、約款第27条に規定する範囲内で資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）を行

うことができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。 

⑦ デリバティブ取引にかかる投資制限（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８号） 

委託者は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係

る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託者が定めた合理的

な方法により算出した額が当ファンドの純資産額を超えることとなる場合において、デリバティ

ブ取引（新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権

付債券売買を含みます。）を行うこと、または継続することを受託者に指図しないものとします。 

 

 

 
投資制限の詳細については、約款をご参照ください。 
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Ⅳ．分 配 方 針 
 

（1) 収益分配方針 

各計算期末（原則として３月および９月の各27日）における収益の分配は、次の方法により行

います。 

1．分配対象収益の範囲は、元本超過額または経費控除後の配当等収益のいずれか多い額としま

す。 

2．分配金額は、委託者が信託契約締結時に組入れるユーロ円債の利払条件等を基に各期におい

て目標とする分配額を定めます。ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないこ

とがあります。 

3．収益分配に充てなかった利益については、運用の基本方針に基づき運用を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2） 収益分配金の支払い 

収益分配金は、原則として毎計算期間終了日から起算して５営業日までに販売会社において支

払いが開始されます。 

 

※ 収益分配金は、決算日において振替機関等（あらかじめ、このファンドの受益権を取り扱

うことに同意した振替機関およびこの振替機関にかかる口座管理機関をいいます。以下同

じ。）の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金にかかる決算日以

前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。）に対し、お支払いしま

す。 

 

 

～目標分配額について～ 

１口当たり：第1期･第2期 各303円、第3期･第4期 各25円、第5期･第6期 各5円 

※ 目標分配額は、組入れられるユーロ円債の利払（クーポン）条件に大きく影響を受け

るものであり、当該利払金からファンドの信託報酬等を控除した後、各計算期末にお

いて分配が可能と見込まれる額をいいます。なお、その額は、ファンド設定時におけ

る株式市場の予想変動率ならびに金利環境等を基に決定されます。 

※ 上記の目標分配額は、平成20年１月30日時点における投資環境に基づくもので、最終

的な目標分配額ではありません。 

※ 目標分配額は、当ファンドが目標とする分配額を示すものであり、実際に支払われる

収益分配金の金額を保証するものではありません。 

※ 最終的な目標分配額は、ファンド設定日以降、お申込みの販売会社を通じてお知らせ

いたします。 
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 Ⅴ．投資リスク 
 

（1）当ファンドにおける主として想定されるリスクと収益性に与える影響度合い 

 
当ファンドは、主として国内外の高格付けの公社債など値動きのある証券に投資しますので、

ファンドの基準価額は変動します。したがって、元本や一定の投資成果が保証されているもので

はなく、信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。投資信託は預金商品

や保険商品ではなく預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金

融機関は、投資者保護基金に加入しておりません。 

なお、当ファンドにおいて想定される主なリスクは以下の通りです。 

 

① 市場リスク 

当ファンドの主要投資対象であるユーロ円債の価格は、主に日経平均株価の変化や金利の変

化その他の要因により変動します。通常の債券と同様に、金利の変動はユーロ円債の価格が変

動する要因となるうえ、ユーロ円債の償還条件は日経平均株価の動きに応じて決定されるため、

日経平均株価の変化や金利の変化等に応じてユーロ円債の価格は変動します。ユーロ円債の価

格が下落した場合には当ファンドの基準価額が下落する要因となります。 

お申込み時における市場リスク：前述の、「Ⅰ.ファンドの特色」、「Ⅱ.運用体制」および

「Ⅳ.分配方針」に記載されている目標分配額（累積分配額を含みます。以下同じ。）ならびに

償還価額（目標）は、当ファンドの募集期間中には決定されておりません。実際の当ファンド

の目標分配額ならびに償還価額(目標)は、設定日において、その時点における日経平均株価の

予想変動率ならびに金利環境等に基づいて決定されます。また、当初株価、早期償還水準およ

びワンタッチ水準に該当する株価は設定日から３営業日の日経平均株価の大引け終値の平均値

によりそれぞれ決定されます。当ファンドの取得のお申込みは設定日の前営業日までに行ってい

ただくことになりますので、各投資家の皆様は、お申込みをされる際には、市場動向等をご自身

でご判断のうえ、目標分配額ならびに償還価額(目標)が前述のシミュレーションに示されている

仮定条件と同じではない可能性があること、および組入れられるユーロ円債に適用される諸条件

が未確定であることに十分ご留意のうえお申込みください。 
 

② 信用リスク 

当ファンドは、主要投資対象とするユーロ円債の発行体の債務不履行等により、各期の利払

金（クーポン）ならびに債券償還金額等が当ファンドに支払われなくなるリスクがあります。

このような場合、目標分配額の分配ができなくなることに加え、日経平均株価の動向にかかわ

らず、当ファンドの基準価額が下落する可能性、ならびに当ファンドが償還時および早期償還

時に目標とする償還価額での償還ができず、償還価額が大幅に下落する可能性があります。 

また、当ファンドが主要投資対象とするユーロ円債の発行体に債務不履行が生じる可能性が高

まったときには、当該ユーロ円債の信用リスクの上昇から価格は大きく下落する可能性がありま

す。このような場合、委託者の判断により、当該ユーロ円債を償還日以前に途中売却することが

あります。なお、当ファンドは、組入れユーロ円債を途中売却した場合でも、第２期から第５期

までに設定された判定日における日経平均株価が第２期および第３期は当初株価比100％以上、

第４期および第５期は当初株価比95％以上のいずれかの水準であれば、直後の決算日に早期償還

されます。ただし、このような場合、投資元本に目標分配額を加えた額で償還を目指す当ファン

ドの運用目標は達成されない可能性があります。また、途中売却をした場合、その時点で信託契

約を解約することが受益者のため有利であると認められる場合には、当ファンドを繰上償還する

こともあります。その際には、前述同様、当ファンドが償還時に目標とする償還価額での償還が

できない可能性があります。 

なお、当ファンドにおいては、原則組入れ時にAA－（スタンダード・アンド・プアーズ社）

以上またはAａ3（ムーディーズ・インベスターズ・サービス社）以上の格付けを得ている銘柄

または同等の格付けを得ている発行体が発行する公社債（ユーロ円債）に投資することにより、

信用リスクの低減に努めます。 
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（参考）公社債の格付けについて 

 格付機関名  S&P社 Moody’s社  
    AAA 

  AA 
  A 
  BBB 

  Aaa 
  Aa 
  A 
  Baa 

 
投資適格格付 

（投資適格債） 

   

高
い 

 
 

 
 

低
い 

 

格
付
け
（
信
用
力
） 

   BB 
  B 
  CCC 
  CC 
  C 
  D 

  Ba 
  B 
  Caa 
  Ca 
  C 

  
投機的格付 

（高利回り債） 

公社債の格付けとは、公社債の元本、利息の支払いの確実性の度合いを示すもので、格付機関
（スタンダード・アンド・プアーズ（S&P）社、ムーディーズ・インベスターズ・サービス
（Moody’s）社等）によって格付けがなされています。格付機関ごとに定めた記号等（AAA、Aaaな
ど）によって公社債の信用力が表わされ、格付けされた債券のうち債務を履行する能力が十分あ
り、投資するに適するものを投資適格格付けといいます。 
AAおよびAaは、最上位格付け（AAA、Aaa）に次ぐ高いカテゴリーの格付けに位置しており、更に

AA/AaからCCC/Caaまでのカテゴリー内では相対的強さを表す「＋、符号なし、－」、「１、２、
３」の記号が付されております。「AA－」および「Aa３」は、最上位格付けから４番目に高い信用
力を有する格付けに位置しており、S&P社の格付けでは、｢債務を履行する能力は非常に高く、最上
位の格付けとの差は小さい｡｣と定義されています。 

 
 

③ 銘柄集中リスク 

当ファンドは、原則として一定の性質を有するユーロ円債に集中投資をします。（当ファン

ドの設定額やユーロ円債発行体の資金調達条件等により、単一銘柄に集中投資する可能性もあ

ります。）また、原則として、投資した公社債の銘柄の入れ替えは行わず当該公社債が償還さ

れるまで保有します。このため、当ファンドの当該期間中の基準価額は、より多くの銘柄に分

散投資し銘柄の入れ替えを行う一般的な公社債を主要投資対象とするファンドに比べ、設定時

に組入れた公社債(ユーロ円債)の価格変動の影響を大きく受けます。また、信用リスクが顕在

化した場合など、流動性が著しく低下し、一部または全部売却ができなくなり、そのためファ

ンドの基準価額が大幅に下落する可能性があります。 
 

④ 一部解約にかかるリスク 

当ファンドの一部解約については、平成23年３月３日までの毎月20日(休業日の場合は翌営業

日)を解約請求受付日としております。特別な場合を除いて、原則として前述以外の日における

一部解約の実行はできません。なお、各判定日において早期償還条件を満たし、直後の決算日

において早期償還を行うこととなった場合、当該判定日の翌営業日以降は一部解約の実行の請

求は行えません。また、一部解約の請求額が多額と判断される場合または取引所（金融商品取

引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定す

る外国金融商品市場をいいます。以下同じ。）における取引の停止、その他やむを得ない事情

があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中止することおよびすでに受付けた一部解約の

実行の請求を取り消すことがあり、直ちに一部解約をできないリスクがあります。 

一部解約の際に適用される解約価額は、一部解約の実行請求受付日の翌営業日の基準価額から、

当該基準価額に0.3％の率を乗じて得た信託財産留保額を控除した価額となります。この場合の

基準価額は、信託期間末の償還価額のように、株価観測期間中の日経平均株価が当初株価比65％

未満の水準まで値下がりしなければ基準価額の元本割れを防ぐことを目指すような手当ては一切

行っておりません。したがって、一部解約時の市場環境等によっては、前述の市場リスク、信用

リスク、銘柄集中リスク等の影響を大きく受ける可能性があります。なお、前述の「Ⅰ.ファン

ドの特色」および「Ⅱ.運用体制」に記載されている償還価額（目標）はあくまでも信託終了時

において当ファンドが目標とするものであり、期中の一部解約時におけるものではありません。 
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⑤ その他の留意点 

当ファンドの当初株価の算出期間、早期償還の判定日、株価観測期間ならびに最終株価の算
出日において、取引所において日経平均株価を構成する株式の20％以上の銘柄の取引が停止さ
れる場合、または、日経平均株価に関する先物取引が停止される場合などには、当初株価の算
出期間、早期償還の判定日、株価観測期間ならびに最終株価の算出日が変更されること、また
は、組入債券の計算代理人(引受証券会社等)により適切と判断される値をもって日経平均株価
を算出する場合があります。 
各取引所や市場において、何らかの理由（取引規制、システムトラブル等）により現物取引等

が円滑に行えなくなった場合等、意図した運用ができない可能性があります。また、何らかの理
由により日本経済新聞社（同社より指数算出業務の委託を受けた者を含みます。以下同じ。）
または取引所等において日経平均株価を計測・発表できない状況となった場合には、組入債券の
計算代理人（引受証券会社等）により適切と判断される値をもって日経平均株価を算出する場合
があります。なお、日経平均株価が日本経済新聞社により修正された場合には、原則として翌日
までに修正された場合に限り修正後の株価を適用いたします。 
各市場の大幅な変動や急激な変動により現物取引等が成立せず、必要な取引数量のうち全部ま

たは一部が取引不成立となった場合等、意図した運用ができない可能性があります。 
当ファンドの組入公社債等の取引にかかる取引コストやファンド運営に予想外の費用（税率

の変更等を含みます。）等が必要となった場合などには、ファンドの当初の運用目標が達成さ
れないことがあります。 
当初株価の算出期間、早期償還の判定日、早期償還日(決算日)、株価観測期間ならびに最終

株価の算出日等に関する日程については、有価証券届出書提出日時点において知り得る暦によ
るものであり、祝祭日等に変更・追加があった場合、当該期日は変更になることがあります。 
なお、募集金額が５億円に満たない場合、または当ファンドに関係する投資環境等が変化し

た場合には、ファンドの設定を中止することがあります。 
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（2）リスク管理体制 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ リスク管理部門は、運用リスクを含めたリスクのチェック・管理を行うとともに、運用実績の

分析・評価を実施し、必要に応じて提言等を行います。 

◆ 法務・コンプライアンス部門は、法令・諸規則、約款の投資制限等の遵守状況を把握・管理

し、必要に応じて関連部門へ指導を行います。 

◆ 運用部門からは独立した組織であるトレーディング部門が売買執行および発注に伴う諸規則の

遵守状況のチェックを行います。 

◆ これらのリスク管理の結果は、リスク管理に関する委員会等を通じて経営に報告されます。 

※ なお、上記のリスク管理体制および組織名称等については、変更になることがあります。 

リスク管理に関する委員会等 

法務・コンプライ

アンス部門 

リスク 

管理部門 

報告

運用部門 トレーディング 

部門 

チェック

売買指図 

 チェック・把握・管理 提言・指導 分析・評価

 
 
 
報告
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Ⅵ．取得申込及び換金手続きの概要 
 
(1) 取得申込手続き 

申 込 期 間 平成20年３月３日から平成20年３月27日まで 

申 込 単 位 10口以上１口単位です。 

申 込 価 額 受益権の価額は、１口当たり１万円とします。 

※ 当該価額には、申込手数料および申込手数料にかかる消費税ならびに地方消費税に

相当する金額（５％、以下「消費税等相当額」といいます。）が含まれます。 

申 込 手 数 料 申込手数料は、受益権１口当たり262.5円(税込)を上限に販売会社が独自に定める
額とします。申込手数料については、下記の照会先または販売会社までお問い合わ
せください。 

 

 

 

(注1) 申込手数料には消費税等相当額が課せられます。なお、申込手数料および申込手
数料にかかる消費税等相当額は、申込金額(受益権１口当たりの発行価格１万円)の
中に含まれており、上記上限額(１口当たり262.5円(税込))が設定日に信託財産中か
ら支弁されます｡ 

(注2) 販売会社が独自に定めた申込手数料が１口当たり262.5円(税込)未満の場合は、申
込手数料上限額および当該申込手数料上限額にかかる消費税等相当額の中から、そ
の差額（１口当たりの申込手数料上限額と当該販売会社が独自に定める１口当たり
の申込手数料額との差額に、取得申込を行った受益者の取得申込口数を乗じて得た
金額ならびにその金額に対する消費税等相当額）を当該受益者に対し返戻します。 

取扱販売会社 
(申込取扱場所) 

株式会社池田銀行  大阪府池田市城南２丁目１番11号 

※ 上記の販売会社の本・支店等において、申込みの取扱いを行います。 

払込取扱場所 払込取扱場所は、上記「取扱販売会社」の項に記載の販売会社の本・支店等とな
ります。 

払 込 期 日 取得申込者は、上記の申込期間中に申込代金を販売会社に支払うものとします。 

振替受益権にかかる発行価額の総額は、設定日（平成20年３月28日）に販売会社
から、委託者の指定する口座を経由して受託者の指定するファンド口座（受託者が
再信託をしている場合は、当該再信託受託者の指定するファンド口座）に払い込ま
れます。なお、申込期間中に受領した申込金額については、信託設定日までの期間
については利息を付しません。 

そ の 他 取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたはあらかじめ当該取得申込者が
受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該
取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。詳しくは、約款を
ご参照いただくか、または販売会社にお問い合わせください。 

募集金額が５億円に満たない場合、または当ファンドに関する投資環境等が変化
した場合には、ファンドの設定を中止することがあります。 

 

 みずほ投信投資顧問株式会社 
● ホームページアドレス （http://www.mizuho-am.co.jp/） 
● 電 話 番 号※    （0120-324-431） 

※ 受付時間：営業日の午前９時～午後５時 
［半日営業日の場合は午前９時～正午］ 
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(2) 換金（解約）手続き 

《一部解約（解約請求）》 

解 約 単 位 受益者は平成23年３月３日までの毎月20日（休業日の場合は翌営業日）を解約請

求受付日として、自己に帰属する受益権につき、委託者に対し、１口単位をもって

一部解約の実行を請求することができます。 

ただし、各判定日において早期償還条件を満たし、直後の決算日において早期償

還を行うこととなった場合、当該判定日の翌営業日以降は一部解約の実行の請求は

行えません。 

特 別 解 約 受益者は平成20年４月14日以降平成23年３月３日以前において、約款第38条第２

項に定める事由がある場合、委託者に１口単位をもって、その請求日を一部解約の

請求受付日とする一部解約の実行（以下「特別解約」といいます。）を請求するこ

とができます。なお、この場合、販売会社は、当該受益者に対し、当該事由を証す

る所定の書類の提示を求めることができるものとします。 

ただし、各判定日において早期償還条件を満たし、直後の決算日において早期償

還を行うこととなった場合、当該判定日の翌営業日以降は特別解約の請求は行えま

せん。 

解 約 の 価 額 一部解約の実行請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した

価額（解約価額）とします。 

(注) 受益者のお受取額は、既発生収益(解約価額が元本を上回った場合のその超過額)

に対する税額を差引いた金額となります。 

信託財産留保額 解約請求受付日の翌営業日の基準価額の0.3％とします。 

解 約 手 数 料 ありません。 

解約申込方法 受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権を

もって行うものとします。その際、受益者は、振替制度にかかる口座が開設されて

いる振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託

者が行うのと引き換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申

請を行うものとし、社振法の規定にしたがい、当該振替機関等の口座において当該

口数の減少の記載または記録が行われます。 

解約請求のお申込み締切時間※は、委託者および販売会社の営業日の午後３時

（年末年始など金融商品取引所が半日取引日の場合は午前11時）となります。な

お、締切時間を過ぎた場合はお申込みはできません。 

※ 解約のお申込みが行われ、かつ当該お申込みの受付にかかる販売会社の所定の事

務手続きが完了した時間とします。 

解 約 代 金 

の 支 払 い 

解約代金は、受益者の解約請求を受付けた日から起算して、原則として９営業日

目から販売会社において受益者に支払われます｡ 

大口解約の制限 信託財産の資金管理を円滑に行うために大口の解約請求には制限を設ける場合が

あります。 

解 約 の 中 止 委託者は、一部解約の請求金額が多額と判断される場合、取引所における取引の

停止、その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中

止することおよびすでに受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消すことが

できます。この場合、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の

請求を撤回できます。 
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 Ⅶ．費用及び税金 
 

(1) 手数料等及び税金 

《お申込みからご換金または償還までの間にご負担いただく費用・税金の概略》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《直接ご負担いただく費用・税金》 

時 期 項 目 費 用 ・ 税 金 

お申込み時 申 込 手 数 料 受益権１口当たり262.5円(税込)を上限に販売会社が独自

に定める額 

個人の場合 所得税および地方税 収益分配金に対して １０％収益分配時 

法人の場合 所 得 税 収益分配金に対して ７％

信 託 財 産 留 保 額 解約請求受付日の翌営業日の基準価額に対して ０．３％

解 約 手 数 料 ありません 

個人の場合 所得税および地方税 解約請求受付日の翌営業日の解約価額の 
元本超過額に対して １０％

ご 換 金 時 

(解約請求) 

法人の場合 所 得 税 解約請求受付日の翌営業日の解約価額の 
元本超過額に対して ７％

個人の場合 所得税および地方税 償還価額の元本超過額に対して １０％償 還 時 

法人の場合 所 得 税 償還価額の元本超過額に対して ７％

（注1）申込手数料には消費税等相当額（５％）が課せられます。なお、申込手数料および申込手数料

にかかる消費税等相当額は、申込金額(受益権１口当たりの発行価格１万円)の中に含まれます｡ 

（注2）販売会社が定めた申込手数料が１口当たり262.5円(税込)未満の場合は、申込手数料の上限額

（税込）との差額を受益者に返戻します。 

（注3）上記の課税上の税率は、平成21年３月31日まで適用される税率です。詳しくは、後掲「（2）課

税上の取扱い」をご参照ください。 

（注4）税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。 

間 接 的 に
ご 負 担
い た だ く 
費 用

時 
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申 込 手 数 料 所得税および地方税 所得税および地方税
信託財産留保額

所得税および地方税

信託報酬（毎日）等 
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《間接的にご負担いただく（ファンドから支払われる）費用》 

時 期 項 目 費 用 ・ 税 金 

毎 日 信 託 報 酬 信託財産の元本総額に対し  年率0.5775％(税込) 

配分については、以下の通りです。 

委託者 販売会社 受託者 

0.31500％(税込) 0.22575％(税込) 0.03675％(税込)

（注）信託報酬の総額は、毎計算期間を通じて毎日、信託財産の元本総額に上記に掲げる率（以下「信

託報酬率」といいます。）を乗じて得た額とし、毎計算期末に、当該計算期末の受益権口数に対

応する金額を、ならびに信託契約の一部解約（以下「一部解約」といいます。）または信託終了

のときに、当該一部解約または信託終了にかかる受益権口数に対応する金額を信託財産中から支

弁します。なお、信託報酬にかかる消費税等相当額は、信託報酬支弁の時に信託財産中から支弁

します。 

 

 

《その他の費用等》 

① 信託財産に関する租税、特定資産の価格等の調査に要する費用および当該費用にかかる消費

税等相当額、信託事務の処理に要する諸費用、外国における資産の保管等に要する費用、受託

者の立替えた立替金の利息ならびに資金の借入れを行った際の当該借入金の利息は、受益者の

負担とし、信託財産中から支弁します。 

② 信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、毎計算期末または信託終了のときに、当該費用

にかかる消費税等相当額とともに、信託財産中から支弁します。 

③ 当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する費用、先物・オプション取引等に要する費

用およびこれら費用にかかる消費税等相当額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁しま

す。 
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(2) 課税上の取扱い 

日本の居住者である受益者に対する課税については、次のような取扱いとなります。 

 
① 個人の受益者に対する課税 

個人の受益者が支払いを受ける収益分配金ならびに一部解約時および償還時の元本超過額につ

いては、10％(所得税７％および地方税３％)の税率※による源泉徴収が行われ、申告不要制度が

適用されますので、確定申告の必要はありません。なお、確定申告を行うことにより、総合課税

（配当控除の適用なし）の選択ができます。 

※ 平成 21 年４月１日以降は、上記の 10％の税率は、20％（所得税 15％および地方税

５％）になります。 

一部解約時および償還時に損失が生じた場合には、確定申告を行うことで、株式等（上場投

資信託(ETF)、上場不動産投資信託(REIT)を含みます。）の売買益（譲渡益）および他の公募

株式投資信託の譲渡益との損益通算ならびに３年間の繰越控除の対象とすることが可能となり

ます。 
 

 平成21年３月31日まで 平成21年４月１日以降 

収 益 分 配 金 
10％の源泉徴収※ 
（申告不要） 

20％の源泉徴収※ 
（申告不要） 

一部解約金および償還金 
元本超過額に対し、 
10％の源泉徴収※ 
（申告不要） 

元本超過額に対し、 
20％の源泉徴収※ 
（申告不要） 

解約（償還）損と株式等の
売買益などとの損益通算 

損益通算ならびに３年間の繰越控除可能（確定申告が必要） 

※ 確定申告を行うことにより、総合課税（配当控除の適用なし）の選択ができます。 
 

② 法人の受益者に対する課税 

法人の受益者が支払いを受ける収益分配金ならびに一部解約時および償還時の元本超過額につ

いては、７％（所得税７％、地方税の源泉徴収はありません。）の税率※で源泉徴収され法人の

受取額となります。なお、当ファンドについては、益金不算入制度が適用されません。 

※ 平成 21 年４月１日以降は、上記の７％の税率は、15％（所得税 15％、地方税の源泉徴収

はありません。）になります。 

《参考：買取り（買取請求）について》 

個人の受益者に対する課税の取扱いの概略については、以下の通りです。詳しくは、取扱い

の販売会社の窓口等にお問い合わせください。 

・ 買取請求（譲渡）による換金時の譲渡益については、10％(所得税７％および地方税３％)

の税率※による申告分離課税が適用されます。 

なお、買取請求により換金する場合、一定の要件を満たせば、買取りを行う販売会社にか

かる源泉徴収は免除されます。 

※ 平成21年１月１日以降は、上記の10％の税率は20％（所得税15％および地方税５％）

になります。 

・ 買取請求（譲渡）による損失について、その年に控除しきれない損失金額は、確定申告を行

うことにより、３年間の繰越控除の対象とすることができます。 

なお、買取請求（譲渡）による利益（譲渡益）については、株式等の譲渡損および他の公募

株式投資信託の譲渡損ならびに一部解約時・償還時の損失と損益を相殺することができます。 

※ 税法が改正された場合等は、上記「課税上の取扱い」の内容が変更になる場合があります。 

※ 課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家に確認されることをお勧めいたします。 
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Ⅷ．管理及び運営の概要 
 

(1) 資産の評価 

基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます｡）を法令および社

団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した

金額（「純資産総額」といいます｡）を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 受益証券の保管 

該当事項はありません。 

 

(3) 信託期間 

信託期間は、平成20年３月28日から平成23年３月27日とします。ただし、後掲「(5)その他 ①

信託契約の解約1.」に該当する場合は、信託契約を解約し、信託を終了させます。 

 

(4) 計算期間 

1．計算期間は、原則として毎年３月28日から９月27日まで、および９月28日から翌年３月27日

までとします。 

2．上記の規定にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日（以下「当該日」といいます。）

が休業日のとき、計算期間終了日は、当該日の翌日以降最初の営業日とし、その翌日より次

の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、平成23年３月27

日とします。 

基準価額については、下記の照会先または販売会社までお問い合わせください。 

 

 みずほ投信投資顧問株式会社 

● ホームページアドレス （http://www.mizuho-am.co.jp/） 

● 電 話 番 号※    （0120-324-431） 

※ 受付時間：営業日の午前９時～午後５時［半日営業日の場合は午前９時～正午］ 

基準価額は、原則として、委託者の各営業日に計算されます。 
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(5) その他 

① 信託契約の解約 

1．委託者は、第２期から第５期までに設定された判定日における日経平均株価が、第２期およ

び第３期は当初株価比100％以上、第４期および第５期は当初株価比95％以上のいずれかの水

準となった場合には、受託者と合意のうえ、直後の決算日においてこの信託契約を解約し、

信託を終了（早期償還）させます。 

2．委託者は、次のいずれかに該当する場合、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信

託を終了（繰上償還）させることがあります。この場合、委託者は書面による決議（以下

「書面決議」といいます。）を行います。ただし、当該信託契約の解約についての委託者に

よる提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意

思表示をしたときには書面決議は行いません。また、信託財産の状況に照らし、真にやむを

得ない事情が生じている場合であって、書面決議の手続きを行うことが困難な場合にも書面

決議は行いません。 

a．信託終了前に、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき。 

b．やむを得ない事情が発生したとき。 

c．信託契約の一部解約により、受益権の口数が５万口を下回ることとなる場合。 

3．1．または2．により信託契約を解約する場合には、委託者はあらかじめ、解約しようとする

旨を監督官庁に届け出ます。 

4．委託者は、次の事象が起きた場合、信託契約を解約し、信託を終了（繰上償還）させます。 

a．委託者が監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき。 

b．委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき、または業務を廃止した

とき。ただし、監督官庁が、この信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託会社

に引継ぐことを命じたときは、この信託は、後述の「② 信託約款の変更等」の書面決議

が否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間において存続します。 

c．受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者を解任した場合において、委託者が新受

託者を選任できないとき。 

② 信託約款の変更等 

1．委託者は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき

は、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合

（投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併

合」をいいます。以下同じ。）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合

しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は「② 信託

約款の変更等」および「③ 書面決議」に定める以外の方法によって変更することができな

いものとします。 

2．委託者は、前記1．の事項（前記1．の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当す

る場合に限ります。以下、併合と合わせて「重大な約款の変更等」といいます。）について、

書面決議を行います。ただし、当該重大な約款の変更等についての委託者による提案につき、

この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき

には書面決議は行いません。 

3．この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合にかかる一又

は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託

との併合を行うことはできません。 

4．委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、上記の規定

にしたがいます。 
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③ 書面決議 

1．委託者は、信託契約の解約または重大な約款の変更等に係る書面決議を行う場合には、あら

かじめ、書面決議の日および当該決議の内容に応じて次の事項をそれぞれ定め、当該決議の

日の2週間前までに、この信託契約または信託約款に係る知れている受益者に対し、書面を

もってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。 

a．信託契約の解約の場合 信託契約の解約の理由など 

b．重大な約款の変更等の場合 重大な約款の変更等の内容およびその理由など 

2．書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属する

ときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。以下この2.において同じ。）は

受益権の口数に応じて議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受

益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するもの

とみなします。 

3．書面決議は、議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受益者の議決

権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。 

4．書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。 

5．信託契約の解約または重大な約款の変更等を行う場合には、書面決議において当該解約また

は重大な約款の変更等に反対した受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託

財産をもって買取るべき旨を請求することができます。この買取請求権の内容および買取請

求の手続に関する事項は、前記1．の通知書面に付記します。 

 
④ 償還金の支払い 

償還金は、原則として、償還日（償還日が休業日の場合には当該償還日の翌営業日）から起

算して５営業日までに販売会社において、支払いが開始されます。 

※ 償還金は、償還日に振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前

において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。）に対し、お支払いします。 

 
⑤ 公告 

委託者が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。 

 
⑥ 運用報告書 

委託者は、計算期間の終了ごとに期中の運用経過のほか、信託財産の内容、有価証券売買状

況などを記載した「運用報告書」を作成します。「運用報告書」は、あらかじめ受益者が申出

た住所に販売会社から届けられます。 

 

（6）受益者の権利等 

受益者の主な権利には、収益分配金に対する請求権、一部解約の実行請求権、償還金に対す

る請求権、帳簿書類の閲覧・謄写の請求権、書面決議における議決権ならびに書面決議に反対

した場合の買取請求権などがあります。 
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Ⅸ．運用の状況 
 

（1） 運用状況 

当ファンドは、平成20年３月28日に運用を開始する予定です。よって、該当記載事項はありませ

ん。 

 

 

（2） 財務ハイライト情報 

当ファンドは、平成20年３月28日から運用を開始する予定であり、それまでは何ら資産を保有し

ていません。よって、該当記載事項はありません。 
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 Ⅹ．その他の情報 
 

（1）ファンドに関する情報 

① 内国投資信託受益証券の形態等 

契約型の単位型株式投資信託の振替内国投資信託受益権です。 

なお、当ファンドは、社団法人投資信託協会が定める分類方法において、「約款上の株式組入

限度 70％未満のファンドで、株式・公社債等のバランス運用、あるいは公社債中心の運用を行

うもの」に分類されるバランス型に属します。 

当ファンドは格付けを取得しておりません。 

② 発行価額の総額 

100億円を上限とします｡ 

③ 振替機関に関する事項 

振替機関は下記の通りです。 

株式会社証券保管振替機構 

④ 申込証拠金 

ありません。 

⑤ 日本以外の地域における発行 

ありません。 

⑥ 有価証券届出書の写しの縦覧 

有価証券届出書の写しを縦覧に供する主要な支店はありません。 

⑦ その他 

当ファンドの愛称として、「リターンエースＮＥＯ」という名称を用いることがあります。 

 

 

（2）ファンドの詳細情報(請求目論見書)に関する情報 

ファンドの詳細情報(請求目論見書)には、次の項目が記載されています。 

第１ ファンドの沿革 

第２ 手続等 

1 申込（販売）手続等 

2 換金（解約）手続等 

第３ 管理及び運営 

1 資産管理等の概要 

（1）資産の評価 

（2）保管 

（3）信託期間 

（4）計算期間 

（5）その他 

2 受益者の権利等 

第４ ファンドの経理状況 

1 財務諸表 

2 ファンドの現況 

第５ 設定及び解約の実績 
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（3） 委託者に関する情報 

① 名      称 みずほ投信投資顧問株式会社 

② 代表者の役職氏名 取締役社長 田中 愼一郎 

③ 本店の所在の場所 東京都港区三田三丁目５番27号 

④ 資 本 金 の 額 20億4,560万円（平成20年１月31日現在） 

⑤ 会 社 の 沿 革 

昭和39年 ５月 26日 「朝日証券投資信託委託株式会社」設立 

平成 9年 10月  1日 「株式会社第一勧業投資顧問」「勧角投資顧問株式会社」と合併し、

「第一勧業朝日投信投資顧問株式会社」に商号変更 

平成11年 ７月  1日

 

「第一勧業アセットマネジメント株式会社」に商号変更 

平成19年 ７月 １日 「富士投信投資顧問株式会社」と合併し、 

「みずほ投信投資顧問株式会社」に商号変更 

⑥ 大株主の状況（平成20年１月31日現在） 

名 称 住 所 所有株式数 比 率 

株式会社みずほフィナンシャル 

グループ 
東京都千代田区大手町一丁目5番5号 1,038,408株 98.7％

ロード・アベット・アンド・ 

カンパニー エルエルシー 

米国ニュージャージー州ジャージー

シティー市ハドソン通り90番地 
13,662株 1.3％

 

 

（4）内国投資信託受益証券事務の概要 

① 受益証券の名義書換手続等 

当ファンドの受益権は、振替制度における振替受益権であるため、委託者は、この信託の受益

権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定

が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむ

を得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。ファンド

の振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。 

なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名

式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更

の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。 

② 振替制度における振替受益権について 

当ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、前述の「（1）ファンドに関する情報 ③ 

振替機関に関する事項」に記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り

扱われるものとします。 

ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および当該振替機関の業務規程その他の規則

にしたがって支払われます。 

③ 受益者名簿の閉鎖の時期 

委託者は受益者名簿を作成しません。 

④ 受益者に対する特典 

ありません。 

⑤ 譲渡制限 

譲渡制限はありません。ただし、受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらな

ければ、委託者および受託者に対抗することができません。 



 

― 25 ― 
 

⑥ 受益権の譲渡 

1．受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権

が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとしま

す。 

2．前記 1.の申請のある場合には、前記 1.の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有す

る受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替

口座簿に記載または記録するものとします。ただし、前記 1.の振替機関等が振替先口座を開

設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替

機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権

の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。 

3．前記 1.の振替について、委託者は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記

録されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が

異なる場合等において、委託者が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断し

たときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。 

⑦ 質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて 

振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の

支払い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約

款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。 
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運 用 の 基 本 方 針  
 

 約款第16条の規定に基づき、委託者が別に定める運用の基本方針は次のものとします。 

 

基 本 方 針  

 この投資信託は、信託財産の成長をはかることを目標として運用を行います。 

 

運 用 方 法  

(１) 投 資 対 象  

 国内外の高格付けの公社債、特にユーロ円建て債券を主要投資対象とします。 

 

(２) 投 資 態  度 

① この投資信託（以下「当ファンド」といいます。）が主要投資対象とする国内外の公社債は、以下の

性質を有し、かつ当ファンドの信託期間終了日前に償還されるユーロ円建て債券（以下「ユーロ円債」

といいます。）とします。 

ａ．当ファンドの第２期から第５期までに設定された判定日（平成21年３月から平成22年９月までの

３月および９月の各８日(該当日が休業日の場合は翌日以降の最初の営業日とします。以下同

じ。)）における日経平均株価が、第２期および第３期は当初株価（当ファンドの設定日から３営業

日の日経平均株価の平均値(小数点第３位切り捨て)をいいます。以下同じ。）比100％以上、第４期

および第５期は当初株価比95％以上のいずれかの水準であれば、該当する判定日の直後の利払日に

あらかじめ定められた価格で繰上償還します。 

  (注) 日経平均株価は、各該当日における大引け終値を対象とします。なお、当初株価比の数値につ

いては、計算結果の小数点第３位切り捨てとします。（以下同じ。） 

ｂ．上記ａ．による繰上償還が行われなかった場合、株価観測期間中（当ファンドの設定日から起算

して４営業日目から当ファンドの満期償還日の11営業日前までをいいます。以下同じ。）の日経平

均株価が当初株価比65％未満の水準に下落するか否かにより、以下のように償還価格が決定します。 

 ⅰ．株価観測期間中の日経平均株価が当初株価比65％未満の水準に下落しなかった場合には、あらか

じめ定められた価格で償還します。 

 ⅱ．株価観測期間中の日経平均株価が当初株価比65％未満の水準に下落した場合は、最終株価（当

ファンドの満期償還日の11営業日前の日経平均株価をいいます。）の当初株価比に連動した価格

（ただし、あらかじめ定められた価格を上限とします。）で償還します。 

  (注) 日経平均株価に関する著作権、知的財産権、その他一切の権利は日本経済新聞社に帰属します。

当ファンドを日本経済新聞社が保証するものではありません。日本経済新聞社は、日経平均株

価の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。 

② 主要投資対象とするユーロ円債は、組入れ時にAA-またはAa3以上の格付けを得ている銘柄または同等

の格付けを得ている発行体が発行するユーロ円債を投資適格として投資対象とすることを基本とします。

（格付けは、スタンダード・アンド・プアーズ社あるいはムーディーズ・インベスターズ・サービス社

による格付けを基準にします。ただし、これらの格付けがない場合には、委託者が当該格付けと同等の

信用度を有すると判断したものを含みます。） 

③ 原則として、投資適格のユーロ円債を可能な限り高位に組入れ、信託期間中、組入れたユーロ円債の

銘柄の入れ替えは原則として行わないことを基本とします。ただし、組入れたユーロ円債の格付けまた

は発行体の格付けが大きく低下した場合等には、当該ユーロ円債を償還日以前に途中売却することがあ

ります。この場合、当ファンドの運用方針が達成されない可能性があります。 

④ 第２期から第５期までの判定日における日経平均株価が、第２期および第３期は当初株価比100％以

上、第４期および第５期は当初株価比95％以上のいずれかの水準であれば、直後の決算日（計算期間終

了日）に信託契約を解約し､信託を終了します。（「早期償還」といいます。） 

⑤ 市場動向やファンドの資金事情および日経平均株価の改廃その他の特殊な状況等によっては、上記の
運用が行われないことがあります。 
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(３) 投 資 制 限 

① 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（会社法第236条第1項第3号の財産が新株予約権
付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらか
じめ明確にしている新株予約権付社債（以下、会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8
号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）の新株予約権
に限ります。）の行使により取得したものに限り、信託財産の純資産総額の10％以下とします。 

② 外貨建資産への投資は行いません。 

③ 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします｡ 
④ 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の
10％以下とします。 

⑤ 先物取引等は、約款第20条の範囲で行います。 
 
 

収 益 分 配 方 針  

各計算期末における収益の分配は、次の方法により行います。 
① 分配対象収益の範囲は、元本超過額または経費控除後の配当等収益のいずれか多い額とします。 
② 分配金額は、委託者が信託契約締結時に組入れるユーロ円債の利払条件等を基に各期において目標と
する分配額を定めます。ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。 

③ 収益分配に充てなかった利益については、運用の基本方針に基づき運用を行います。 
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単 位 型 証 券 投 資 信 託  

［ Ｍ Ｈ Ａ Ｍ 株 価 イ ン デ ッ ク ス 参 照 フ ァ ン ド ０ ８ － ０ ３ ］ 約 款  

 

信託の種類、委託者および受託者 
第１条 この信託は、証券投資信託であり、みずほ投信投資顧問株式会社を委託者とし、みずほ信託銀行

株式会社を受託者とします。 
② この信託は、信託法（平成18年法律第108号）（以下「信託法」といいます。）の適用を受けます。 

信託事務の委託 
第２条 受託者は、信託法第28条第１号に基づく信託事務の委託として、信託事務の処理の一部について、

金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第１条第１項の規定による信託業務の兼営の認可を受け
た一の金融機関（受託者の利害関係人（金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第２条第１項に
て準用する信託業法第29条第２項第１号に規定する利害関係人をいいます。以下この条において同
じ。）を含みます。）と信託契約を締結し、これを委託することができます。 

② 前項における利害関係人に対する業務の委託については、受益者の保護に支障を生じることがない
場合に行うものとします。 

信託の目的および金額 
第３条 委託者は、100億円を上限として受益者のために利殖の目的をもって信託し、受託者はこれを引

受けます。 
信託期間 

第４条 この信託の期間は、信託契約締結日から平成23年３月27日までとします。 
受益権の取得申込みの勧誘の種類 
第５条 この信託にかかる受益権の取得申込みの勧誘は、金融商品取引法第２条第３項第１号に掲げる場

合に該当し、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第８項で定める公募により行われます。 
当初の受益者 
第６条 この信託契約締結当初の受益者は、委託者の指定する受益権取得申込者とし、第７条の規定によ

り分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。 
受益権の分割および基準価額の計算方法 
第７条 委託者は、第３条の規定による受益権については100万口を限度として均等に分割します。 

② この約款において基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます｡)を法
令および社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控
除した金額(以下「純資産総額」といいます｡)を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。 

受益権の帰属と受益証券の不発行 
第８条 この信託のすべての受益権は、社債等の振替に関する法律（政令で定める日以降「社債、株式等

の振替に関する法律」となった場合は読み替えるものとし、「社債、株式等の振替に関する法律」
を含め「社振法」といいます。以下同じ。）の規定の適用を受けることとし、受益権の帰属は、委
託者があらかじめこの信託の受益権を取り扱うことについて同意した一の振替機関（社振法第2条に
規定する「振替機関」をいい、以下「振替機関」といいます。）および当該振替機関の下位の口座
管理機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関
等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振替口座
簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。 

② 委託者は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消
された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存
在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行し
ません。なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無
記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変
更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。 

③ 委託者は、第７条の規定により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな
記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関
等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座
簿への新たな記載または記録を行います。 

受益権の設定にかかる受託者の通知 
第９条 受託者は、第３条の規定による受益権については信託契約締結日に、振替機関の定める方法によ

り、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。 
受益権の申込単位および申込価額ならびに募集取扱手数料 
第10条 委託者の指定する第一種金融商品取引業者（金融商品取引法第28条第１項に規定する第一種金融

商品取引業を行う者をいいます。以下同じ。）および登録金融機関（金融商品取引法第2条第11項
に規定する登録金融機関をいい、以下委託者の指定する第一種金融商品取引業者および登録金融機
関を総称して「指定販売会社」といいます。）は、第７条第１項の規定により分割される受益権を、
その取得申込者に対し、10口以上1口単位をもって取得の申込に応ずることができるものとします。 

② 前項の取得申込者は指定販売会社に、取得申込と同時にまたは予め、自己のために開設されたこ
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の信託の受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者
にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。なお、指定販売会社は、当該取得申込の代金
（第3項の受益権の価額に当該取得申込の口数を乗じて得た額をいいます。）の支払いと引き換えに、
当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。 

③ 第1項の場合の受益権の申込価額は、1口当たり1万円とします。また、募集取扱手数料は、1口当
たり250円を上限に指定販売会社がそれぞれ別に定める額とし、1口当たり250円の募集取扱手数料上
限額および当該募集取扱手数料上限額にかかる消費税および地方消費税（以下「消費税等」といい
ます｡）に相当する金額を信託契約締結日に信託財産中から支弁します｡ 

④ 指定販売会社は、募集取扱手数料上限額および当該募集取扱手数料上限額にかかる消費税等に相
当する金額の中から、1口当たりの募集取扱手数料上限額と当該指定販売会社が独自に定める1口当
たりの募集取扱手数料額との差額に、取得申し込みを行った受益者の取得申込口数を乗じて得た金
額ならびにその金額に対する消費税等に相当する金額を当該受益者に対し返戻します｡ 

受益権の譲渡にかかる記載または記録 
第11条 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記

載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。 
② 前項の申請のある場合には、前項の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権の
口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載また
は記録するものとします。ただし、前項の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、
譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に
社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われる
よう通知するものとします。 

③ 委託者は、第1項に規定する振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
録されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる
場合等において、委託者が必要と認めるときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振
替停止日や振替停止期間を設けることができます。 

受益権の譲渡の対抗要件 
第12条 受益権の譲渡は、前条の規定による振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者およ

び受託者に対抗することができません。 
投資の対象とする資産の種類 
第13条 この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。 

1．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるも
のをいいます。以下同じ。） 
イ. 有価証券 
ロ. デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、約款第

20条に定めるものに限ります。） 
ハ. 金銭債権 
ニ. 約束手形（イ.に掲げるものに該当するものを除きます。） 

2．次に掲げる特定資産以外の資産 
イ. 為替手形 

運用の指図範囲 
第14条 委託者は、信託金を、主として次に掲げる有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有

価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。 
1. 国債証券 
2. 地方債証券 
3. 特別の法律により法人の発行する債券 
4. 社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引
受権付社債券」といいます｡）の新株引受権証券を除きます｡） 

5. 資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるも
のをいいます｡） 

6. 転換社債の転換および新株予約権（会社法第236条第1項第3号の財産が新株予約権付社債につい
ての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明
確にしている新株予約権付社債（以下、会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号
の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）の新株予
約権に限ります。）の行使により取得した株券 

7. コマーシャル・ペーパー 
8. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの 
9. 指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。） 
なお、第1号から第5号までの証券および第8号の証券または証書のうち第1号から第5号までの証券

の性質を有するものを以下「公社債」といい、第6号の証券および第8号の証券または証書のうち第6
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号の証券の性質を有するものを以下「株式」といいます。 
② 委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条
第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用すること
を指図することができます。 
1. 預金 
2. 指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。） 
3. コール・ローン 
4. 手形割引市場において売買される手形 

③ 第1項の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者
が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、前項に掲げる金融商品により運用すること
の指図ができます。 

④ 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権
に限ります。）の行使により取得したものに限り、信託財産の純資産総額の10％以下とします。 

⑤ 外貨建資産への投資は行いません。 
利害関係人等との取引等 

第15条 受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法、投資信託及び投
資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、委託者の指図により、信託財産と、受
託者（第三者との間において信託財産のためにする取引その他の行為であって、受託者が当該第三
者の代理人となって行うものを含みます。）および受託者の利害関係人（金融機関の信託業務の兼
営等に関する法律第2条第1項にて準用する信託業法第29条第2項第1号に規定する利害関係人をいい
ます。以下本項、次項および第21条において同じ。）、第21条第1項に定める信託業務の委託先お
よびその利害関係人または受託者における他の信託財産との間で、前２条に掲げる資産への投資等
ならびに第20条および第24条ないし第27条に掲げる取引その他これらに類する行為を行うことがで
きます。 

② 受託者は、受託者がこの信託の受託者としての権限に基づいて信託事務の処理として行うことが
できる取引その他の行為について、受託者または受託者の利害関係人の計算で行うことができるも
のとします。なお、受託者の利害関係人が当該利害関係人の計算で行う場合も同様とします。 

③ 委託者は、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場
合には、信託財産と、委託者、その取締役、執行役および委託者の利害関係人等（金融商品取引法
第31条の4第5項および同条第6項に規定する親法人等又は子法人等をいいます。）または委託者が運
用の指図を行う他の信託財産との間で、前2条に掲げる資産への投資等ならびに第20条および第24条
ないし第27条に掲げる取引その他これらに類する行為を行うことの指図をすることができ、受託者
は、委託者の指図により、当該投資等ならびに当該取引、当該行為を行うことができます。 

④ 前3項の場合、委託者および受託者は、受益者に対して信託法第31条第3項および同法第32条第3項
の通知は行いません。 

運用の基本方針 
第16条 委託者は、信託財産の運用にあたっては、別に定める運用の基本方針にしたがって、その指図を

行います。 
投資する株式の範囲 

第17条 委託者が投資することを指図する株式は、取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商
品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同
じ。）に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび取引所に準ずる市場において取引され
ている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株式割当または社債権者割当により取得す
る株式については、この限りではありません。 

② 前項の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式で目論見書等において上場されること
が確認できるものについては、委託者が投資することを指図することができるものとします。 

同一銘柄の株式への投資制限 
第18条 委託者は、信託財産に属する同一銘柄の株式の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の5を

超えることとなる投資の指図をしません｡ 
同一銘柄の転換社債等への投資制限 

第19条 委託者は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債の時価総額
が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。 

先物取引等の運用指図・目的・範囲 
第20条 委託者は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の取引

所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。）、
有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。）およ
び有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。）な
らびに外国の取引所におけるわが国の有価証券にかかるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で
行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うも
のとします（以下同じ｡）。 
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1. 先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対
象とする有価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時価総額の範囲内とします。 

2. 先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対
象有価証券の組入可能額（信託財産の組入ヘッジ対象有価証券を差引いた額）に信託財産が限
月までに受取る組入公社債および指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を
限度とし、かつ信託財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等なら
びに第14条第2項各号に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。 

3. コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、本条で規定する全オプ
ション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5％を上
回らない範囲内とします。 

② 委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における金
利にかかる先物取引および金利にかかるオプション取引ならびに外国の取引所におけるわが国の金
利にかかるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。 
1. 先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額がヘッジの対
象とする金利商品（信託財産が1年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに
第14条第2項各号に掲げる金融商品で運用されているものをいい、以下「ヘッジ対象金利商品」
といいます｡）の時価総額の範囲内とします。 

2. 先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、信託財産
が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに第14条第2項各号に掲
げる金融商品で運用している額の範囲内とします。 

3. コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額の合
計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、かつ本条で規
定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産
総額の5％を上回らない範囲内とします。 

信託業務の委託等 
第21条 受託者は､委託者と協議のうえ、信託業務の一部について、信託業法第22条第1項に定める信託業

務の委託をするときは、以下に掲げる基準のすべてに適合する者（受託者の利害関係人を含みま
す。）を委託先として選定します。 

1．委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと 
2．委託先の委託業務に係る実績等に照らし､委託業務を確実に処理する能力があると認められる
こと 

3．委託される信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管理を行う
体制が整備されていること 

4．内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること 
② 受託者は、前項に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が前項各号に掲げる基準に適合
していることを確認するものとします。 

③ 前2項にかかわらず、受託者は、次の各号に掲げる業務を、受託者および委託者が適当と認める者
（受託者の利害関係人を含みます。）に委託することができるものとします。 
1．信託財産の保存に係る業務 
2．信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務 
3．委託者のみの指図により信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のために必要な行為
に係る業務 

4．受託者が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為 
混蔵寄託 
第22条 金融機関または第一種金融商品取引業者等（第一種金融商品取引業者および外国の法令に準拠し

て設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下同じ。）から、売買代金および償還金等に
ついて円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国において発行されたコマーシャル・
ペーパーは、当該金融機関または第一種金融商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該
金融機関または第一種金融商品取引業者等の名義で混蔵寄託できるものとします。 

信託財産の登記等および記載等の留保等 
第23条 信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録をするこ

ととします。ただし、受託者が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。 

② 前項ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託者または受託者が必要と認めるときは、
速やかに登記または登録をするものとします。 

③ 信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる信託財産については、信託財産に属す
る旨の記載または記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管理するもの
とします。ただし、受託者が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別して管理する
ことがあります。 

④ 動産（金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算
を明らかにする方法により分別して管理することがあります。 
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有価証券売却等の指図 
第24条 委託者は、信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。 

再投資の指図 
第25条 委託者は、前条の規定による売却代金、有価証券にかかる償還金等、株式の清算分配金、有価証

券等にかかる利子等、株式の配当金およびその他の収入金を再投資することの指図ができます。 
有価証券の貸付の指図および範囲 
第26条 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の各

号の範囲内で貸付の指図をすることができます。 

1. 株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価
合計額を超えないものとします。 

2. 公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する
公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。 

② 前項各号に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかにその超える額に相当
する契約の一部の解約を指図するものとします。 

③ 委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。 
資金の借入れ 
第27条 委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資

金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目的
として、資金借入れ (コール市場を通じる場合を含みます。) の指図をすることができます。なお、
当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。 

② 一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から
信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日
から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日以内である場合の当該
期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金等および償還金の合計額を限度とし、
かつ、借入指図を行う日における信託財産の純資産総額の10％を上回らない範囲とします。 

③ 借入金の利息は信託財産中より支弁します。 
損益の帰属 
第28条 委託者の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。 

受託者による資金の立替え 
第29条 信託財産に属する有価証券について、借替え、転換、新株発行または株式割当がある場合で、委

託者の申出があるときは、受託者は資金の立替えをすることができます。 
② 信託財産に属する有価証券にかかる償還金等、株式の清算分配金、有価証券等にかかる利子等、
株式の配当金およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるとき
は、受託者がこれを立替えて信託財産に繰入れることができます。 

③ 前２項の立替金の決済および利息については、受託者と委託者との協議によりそのつど別にこれ
を定めます。 

信託の計算期間 
第30条 この信託の計算期間は、毎年３月28日から９月27日までおよび９月28日から翌年３月27日までと

することを原則とします。 
② 前項の規定にかかわらず、前項の原則により計算期間終了日に該当する日（以下「当該日」とい
います｡）が休業日のとき、計算期間終了日は当該日の翌日以降の最初の営業日とし、その翌日より
次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、第4条に定める信託期
間の終了日とします。 

信託財産に関する報告等 
第31条 受託者は、毎計算期末に損益計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に

提出します。 
② 受託者は、信託終了のときに最終計算を行い、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託
者に提出します。 

③ 受託者は、前2項の報告を行うことにより、受益者に対する信託法第37条第3項に定める報告は行
わないこととします。 

④ 受益者は、受託者に対し、信託法第37条第2項に定める書類または電磁的記録の作成に欠くことの
できない情報その他の信託に関する重要な情報および当該受益者以外の者の利益を害するおそれの
ない情報を除き、信託法第38条第1項に定める閲覧または謄写の請求をすることはできないものとし
ます。 

信託事務の諸費用 
第32条 信託財産に関する租税、特定資産の価格等の調査に要する費用（消費税等に相当する額を含みま

す｡）、信託財産の財務諸表の監査に要する費用（消費税等に相当する額を含みます｡）、信託事務の処
理に要する諸費用、外国における資産の保管等に要する費用および受託者の立替えた立替金の利息は、
受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。 
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② 前項の信託財産の財務諸表の監査に要する費用および当該費用にかかる消費税等に相当する金額
は、毎計算期末または信託終了のとき、信託財産中から支弁します。 

信託報酬の額および支弁の方法 

第33条 委託者および受託者の信託報酬の総額は、第30条に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産の
元本総額に年10,000分の55の率を乗じて得た額とします。なお委託者と受託者との間の配分は別に
定めます。 

② 前項の信託報酬は、毎計算期間の末日に当該計算期末の受益権口数に対応する金額を、ならびに
信託契約の一部解約（以下「一部解約」といいます。）または信託終了のときに、当該一部解約ま
たは信託終了にかかる受益権口数に対応する金額を信託財産中から支弁します。 

③ 第1項の信託報酬に対する消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに、信託財産中から支
弁します。 

収益の分配 
第34条 信託期間中の収益分配は、第2項に掲げる収益分配可能額の範囲内で、別に定める収益分配方針

にしたがって行います。 
② 収益分配可能額は、毎計算期間の末日において、第32条、第33条第1項および第3項の規定による
支出金控除後、収益分配前の信託財産の純資産総額に応じ、次の各号に掲げる額とします。 

1. 当該純資産総額が、当該元本額以上の場合には、当該元本超過額、または配当等収益（配当
金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額
をいいます。以下同じ。）から、第32条、第33条第1項および第3項に規定する支出金ならびに
計算期間中の一部解約額にかかる配当等収益に相当する額を控除した額のいずれか多い額 

2. 当該純資産総額が、当該元本額に満たない場合には、配当等収益の額から、第32条、第33条
第1項および第3項に規定する支出金ならびに計算期間中の一部解約額にかかる配当等収益に相
当する額を控除した額 

収益分配金、償還金および一部解約金の払い込みと支払いに関する受託者の免責 
第35条 受託者は、収益分配金および償還金（信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で

除した額をいいます。以下同じ。）については第36条第1項および第2項に規定する支払開始日まで
に、一部解約金については第36条第3項に規定する支払日までに、その全額を委託者の指定する預金
口座等に払い込みます。 
② 受託者は、前項の規定により委託者の指定する預金口座等に収益分配金、償還金および一部解約
金を払い込んだ後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じないものとします。 

収益分配金、償還金および一部解約金の支払い 
第36条 収益分配金は、毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託者の指定する日から、毎計算期間の末日に

おいて振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる計算期
間の末日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。)に支払います。 

② 償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託者の指定する日から、信託終了日において振替機関等の
振替口座簿に記載または記録されている受益者（信託終了日以前において一部解約が行われた受益
権にかかる受益者を除きます。）に支払います。なお、当該受益者は、その口座が開設されている
振替機関等に対して委託者がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償還にかかる受益権の口
数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において
当該口数の減少の記載または記録が行われます。 

③ 一部解約金は、第38条第1項および第2項に定める一部解約の実行の請求を受付けた日から起算し
て、原則として9営業日目から当該受益者に支払います。 

④ 前各項に規定する収益分配金、償還金および一部解約金の支払いは、指定販売会社の営業所等に
おいて行うものとします。 

収益分配金および償還金の時効 
第37条 受益者が、収益分配金については第36条第1項に規定する支払開始日から5年間その支払いを請求

しないとき、ならびに信託終了による償還金について第36条第2項に規定する支払開始日から10年間
その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託者から交付を受けた金銭は、委託者に帰属
します。 

信託契約の一部解約 
第38条 受益者は、平成23年３月３日までの毎月20日（休業日の場合には、翌日以降の最初の営業日とし

ます。）を解約請求受付日として、自己に帰属する受益権につき、委託者に対し、1口単位をもって
一部解約の実行を請求することができます。ただし、第40条第3項の規定に基づきこの信託を解約し、
信託を終了することとなった場合には、当該判定日の翌営業日以降における一部解約の実行の請求
は行えないものとします。 

② 第1項の規定にかかわらず、受益者（受益者死亡の場合はその相続人、また破産の場合はその破産
管財人）は次の事由により平成20年４月14日以降平成23年３月３日以前において、委託者に1口単位
をもって、その請求日を一部解約の請求受付日とする一部解約の実行を請求することができます。
ただし、第40条第3項の規定に基づきこの信託を解約し、信託を終了することとなった場合には、当
該判定日の翌営業日以降における一部解約の実行の請求は行えないものとします。 
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1．受益者が死亡したとき。 
2．受益者が天災地変その他不可抗力により財産の大部分を滅失したとき。 
3．受益者が破産手続開始決定を受けたとき。 
4．受益者が疾病により生計の維持ができなくなったとき。 
5．その他前各号に準ずる事由があるものとして委託者が認めるとき。 

③ 前2項の一部解約の実行の請求を受益者がするときは、指定販売会社に対し、振替受益権をもって
行うものとします。これらの場合において前項各号の規定する事由によりその請求をするときは、
指定販売会社は、当該受益者に対し、当該事由を証する所定の書類の提示を求めることができるも
のとします。なお、この場合には、当該事由を証する所定の書類が指定販売会社に提示され、指定
販売会社が一部解約の実行の請求の事務処理を行う日をもって、一部解約の実行の請求受付日とし
ます。 

④ 委託者は、第1項および第2項の一部解約の実行の請求を受付けた場合は、この信託契約の一部を
解約します。なお、第1項および第2項の一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設さ
れている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託者が行うの
と引き換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法
の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。 

⑤ 第1項および第2項に基づく前項の一部解約の価額は、一部解約の実行の請求を受付けた日の翌営業
日の基準価額から当該基準価額に0.3％の率を乗じて得た信託財産留保額を控除した価額とします。 

⑥ 委託者は、一部解約の請求金額が多額と判断される場合、取引所における取引の停止、その他や
むを得ない事情があるときは、第1項および第2項による請求の受付けを中止することおよびすでに
受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消すことができます。 

⑦ 前項により、一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付の中止以
前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の
請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付けの中止を解除した後の最
初の基準価額の計算日（この計算日が第1項および第2項に規定する一部解約の請求を受付けない日
であるときは、この計算日以降の最初の一部解約の請求を受付けることができる日とします。）に
一部解約の実行の請求を受付けたものとして、第5項の規定に準じた価額とします。 

質権口記載または記録の受益権の取扱い 
第39条 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払

い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、この約款に
よるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。 

信託契約の解約 
第40条 委託者は、第4条の規定による信託終了前にこの信託契約を解約することが受益者のために有利

であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託
契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解
約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。 

② 委託者は、信託契約の一部解約により、受益権の口数が5万口を下回ることとなる場合には、受託
者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、
委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。 
③ 委託者は、第２期から第５期までに設定された判定日（平成21年３月から平成22年９月までの３
月および９月の各８日(該当日が休業日の場合は翌日以降の最初の営業日とします。)）における日
経平均株価の大引け終値が、第２期および第３期は当初株価（当ファンドの設定日から３営業日の
日経平均株価の大引け終値の平均値(小数点第３位切り捨て)をいいます。）比100％以上、第４期
および第５期は当初株価比95％以上のいずれかの水準となった場合には、直後の決算日においてこ
の信託契約を解約し、信託を終了させます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しよ
うとする旨を監督官庁に届け出ます。なお、当初株価比の数値については、計算結果の小数点第３
位切り捨てとします。また、日経平均株価を構成する株式の20%以上の銘柄の取引が停止される場
合、または、日経平均株価に関する先物取引が停止される場合などには、当初株価の算出期間、早
期償還の判定日が変更されること、または、組入債券の計算代理人(引受証券会社等)により適切と
判断される値をもって日経平均株価を算出する場合があります。 

④ 委託者は、第1項および第2項の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいま
す。）を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由
などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託契約に係る知れている受益者に対し、
書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。 

⑤ 前項の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属す
るときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。以下本項において同じ。）は受益権
の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決
権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。 

⑥ 第4項の書面決議は議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受益者の議
決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。 
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⑦ 第4項から前項までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当該
提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をし
たときには適用しません。また、信託財産の状況に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場
合であって、第4項から前項までの手続きを行うことが困難な場合および第3項の規定に基づいてこ
の信託契約を解約する場合にも適用しません。 

信託契約に関する監督官庁の命令 
第41条 委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、この信託

契約を解約し信託を終了させます。 
② 委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、第45条の規定に
したがいます。 

委託者の登録取消等に伴う取扱い 
第42条 委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委

託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。 
② 前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託会
社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、第45条第2項の書面決議が否決された場合を除き、
当該投資信託委託会社と受託者との間において存続します。 

委託者の事業の譲渡および承継に伴う取扱い 
第43条 委託者は、事業の全部又は一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業

を譲渡することがあります。 
② 委託者は、分割により事業の全部又は一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約
に関する事業を承継させることがあります。 

受託者の辞任および解任に伴う取扱い 
第44条 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に違反

して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者または受益者は、
裁判所に受託者の解任を申立てることができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者
を解任した場合、委託者は、第45条の規定にしたがい、新受託者を選任します。なお、受益者は、
上記によって行う場合を除き、受託者を解任することはできないものとします。 

② 委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。 
信託約款の変更等 
第45条 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受

託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合（投資信託及
び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。以下
同じ。）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内
容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更すること
ができないものとします。 

② 委託者は、前項の事項（前項の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合に限
ります。以下、併合と合わせて「重大な約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行い
ます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およびそ
の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款に係る知れている受益者に
対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。 

③ 前項の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属す
るときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。以下本項において同じ。）は受益権
の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決
権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。 

④ 第2項の書面決議は議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受益者の議決
権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。 

⑤ 書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。 
⑥ 第2項から前項までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合において、当
該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示を
したときには適用しません。 

⑦ 前各項の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、
当該併合にかかる一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当
該他の投資信託との併合を行うことはできません。 

反対者の買取請求権 
第46条 第40条に規定する信託契約の解約または前条に規定する重大な約款の変更等を行う場合には、書

面決議において当該解約または重大な約款の変更等に反対した受益者は、受託者に対し、自己に帰
属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。この買取請求権の内
容および買取請求の手続に関する事項は、第40条第4項または前条第2項に規定する書面に付記しま
す。 

他の受益者の氏名等の開示の請求の制限 
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第47条 この信託の受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行うことはで
きません。 
1．他の受益者の氏名または名称および住所 
2．他の受益者が有する受益権の内容 

公  告 
第48条 委託者が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。 

信託約款に関する疑義の取扱い 
第49条 この信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託者と受託者との協議により定めます。 

 

 

 

上記条項により信託契約を締結します。 

平成20年３月28日 

東 京 都 港 区 三 田 三 丁 目 5 番 2 7 号 

委託者 

み ず ほ 投 信 投 資 顧 問 株 式 会 社 

 

東京都中央区八重洲一丁目2番1号 

受託者 

み ず ほ 信 託 銀 行 株 式 会 社 
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用語集 
 

■ アクティブ運用 

運用にあたって、運用会社が、積極的・能動的に裁量を行って運用することをアクティブ運

用といいます。 

 

■ アクティブ・リスク 

運用会社の裁量によって、ベンチマークの動きと基準価額の動きにかい離（トラッキング・

エラー）が生じる可能性のことをアクティブ・リスクといいます。運用の上でアクティブ・

リスクをとるということは、「ベンチマークとする指数が上昇した時にファンドの基準価額

が上昇しない」、あるいは「ベンチマークとする指数が下落した時に、それ以上にファンド

の基準価額が下落する」といったことが起こるリスクをとって「ベンチマークとする指数と

構成の異なるポートフォリオ」を構築し、「ベンチマーク プラスαの収益」を追求すると

いうことです。 
 

■ アセット･アロケーション 

資産（＝アセット）配分（＝アロケーション）のことをいいます。 
 

■ インデックス型ファンド 

ベンチマークとする指数の動きに連動する運用成果を目指すファンドのことをいいます。 

 

■ エマージング・カントリー（エマージング・マーケット） 

エマージング・カントリーとは、新興経済国のことです。一般に、新興経済国の株式市場や

債券市場等のことをエマージング・マーケットといいます。こうしたエマージング・マー

ケットの中には、将来の経済成長に伴う高い投資成果が期待される反面、投資に伴う高いリ

スクが予想される市場も多く含まれています。 
 

■ 外貨ネットエクスポージャー比率 

ファンドの信託財産の純資産総額のうち、外貨建て資産において為替ヘッジが行われていな

い部分（基本的に為替変動の影響を受ける部分）の比率をいいます。この比率が高いほど、

そのファンドの基準価額の動きは為替変動の影響を大きく受けることになります。 
 

■ 為替ヘッジ 

円を元手にして外貨建て資産に投資する場合は、外国為替取引で円を外貨に替え（円売り・

当該外貨買い）、その外貨を使って投資を行います。もし、これにあわせて、外国為替の売

予約、先物・オプション取引などにより「当該外貨売り・円買い」を行うと、その分だけ

（当該外貨売り・円買いを行った分だけ）為替変動の影響を基本的に受けない外貨建て資産

を作ることができます。こうした手法等を使って為替変動リスクの低減を図ることを「為替

ヘッジ」といいます。 

なお、為替ヘッジを行うと、外国為替の先物市場などで取引コスト（ヘッジ・コスト：概ね

「当該外貨の短期金利－円の短期金利」がヘッジ・コストとなります）がかかるため、外貨

建て資産への投資成果は、為替ヘッジを行わない場合と比べて、ヘッジ・コストの分だけ現

状では低下することになります。 
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■ グロース株投資 

「その企業は利益成長力のある企業かどうか」という点を重視して銘柄選択を行う株式投資

のスタイルを「グロース株投資」といいます。 

 

■ 信用格付け 

各発行体の信用力（＝利子および償還金の支払い能力＝債務履行能力）を「外部の公正な格

付け機関」が評価したものです。 

債券投資を行う場合、発行体の信用力を知る上で、「格付け」は１つの物差しとなります。 
 

■ 定性評価 

それぞれのファンドには、それぞれの投資方針が予め決められています。良いパフォーマン

スをあげているファンドであっても、ファンドの投資方針に沿って一貫した運用が行われて

いなければ、受益者は「自分がそのファンドを通じてどのような投資を行っているのか」と

いうことを把握できないことになります。 

「いかに投資方針に忠実な運用が行われているか」ということを評価するためには、パ

フォーマンスの数値だけでは捉えきれないもの（ファンドの定性面）を評価する必要があり

ます。 
 

■ デュレーション 

デュレーションとは、債券投資元本の回収までに要する平均残存期間のことで、この値が大

きいほど、金利変動に対して債券価格の感応度が高く（金利変動に対する債券価格の変動が

大きく）なります。 

 

■ トップダウン・アプローチ 

マクロ経済の調査・分析から金利や株価、為替などの市場動向を予測し、投資する市場（国

および資産）、銘柄選別の方向性などを決定する手法をいいます。 
 

■ トラッキング・エラー 

ベンチマークとする指数の動きと、ファンドの基準価額の動きの「かい離」のことをいい、

「ある期間におけるトラッキング・エラーは何％」という形で表示されます。インデックス

型ファンドの場合には、トラッキング・エラーの数値が小さいほど良い運用が行われている

と一般に考えられます。 

 

■ パッシブ運用 

「パッシブ＝受け身、受動的」という言葉通り、運用会社があまり裁量を加えずに運用する

ことをパッシブ運用といいます。代表的なパッシブ運用としては、①指数連動型ファンド

（インデックス型ファンド）の運用、②予め決められた組入銘柄と各銘柄の組入比率に従っ

て当初のポートフォリオを構築して償還まで売買なしで保有するタイプのファンドの運用、

などがあります。 
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■ パフォーマンス／パフォーマンス評価 

パフォーマンスとは、ファンドの運用成績のことです。ある期間における「ファンドの基準

価額の騰落率」、「ベンチマークに対する超過収益率」、「標準偏差（リスクの度合いを示

す指標）」などを使ってパフォーマンス（運用成績）の善し悪しを判断します。 

一般に、ファンド評価機関などが行うパフォーマンス評価は、「ある期間において、その

ファンドが、同じカテゴリーに分類されるファンドと比較して、リスク（基準価額のブレ

幅）をいかに小さく抑え、いかに大きな収益をあげたか」ということに着目して行われます。

パフォーマンス評価は、「基準価額の動き」という数値で捉えられるものを使って評価を行

うため、定量評価ともいわれます。 
 

■ バリュー株投資 

「その銘柄の株価は本来の投資価値と比べて割安かどうか」という点を重視して銘柄選択を

行う株式投資のスタイルを「バリュー株投資」といいます。 

 

■ ファンダメンタルズ分析 

リサーチ（調査）の結果を基に、マクロ経済、産業動向、個別企業などの経済的基礎要因分

析を行うことをいいます。 

 

■ ベンチマーク 

ファンドの運用にあたって、運用成果の目標の目安とする指数のことをいいます。例えば、

「ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）をベンチマークとし、当該ベンチマークを上回る運用成果を

目指します」といった形で、ファンドの運用上の目標が設定されます。（例示は、日本株式

を主要投資対象としてアクティブ運用を行うファンドの運用上の目標設定の一例です。） 

ベンチマークの有無、ベンチマークとする指数はファンドによって異なります。 

 

■ ポートフォリオ 

運用資産（資金）全体の構成を内訳別に見たものです。組入銘柄と各銘柄の組入比率によっ

て表されます。また、それぞれの組入銘柄を種類別にまとめて  ポートフォリオの内訳を示

す場合もあります。 

 

■ ボトムアップ・アプローチ 

個別企業の調査・分析等に基づく個別銘柄の選別を基に、組入銘柄を決定する手法をいいま

す。個別銘柄選別を重視し、有望な銘柄をひとつひとつ集めてポートフォリオを構築してい

く手法です。 

 

■ マクロ経済 

個人や企業など個々の経済主体のレベルでの経済活動に対し、社会全体（国など）のレベル

で見た経済活動をマクロ（巨視的な）経済といいます。一国の経済成長率、物価上昇率、賃

金上昇率、失業率、貿易収支、マネーサプライなどは、典型的なマクロ経済の指標というこ

とができます。 

 

 

 

 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
ＭＨＡＭ株価インデックス参照ファンド０８－０３ 

愛称：リターンエースＮＥＯ 

単位型株式投資信託／バランス型 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

投資信託説明書（請求目論見書） 

2008.3 

みずほ投信投資顧問 
 



 

 

1．本投資信託説明書（請求目論見書）により行うＭＨＡＭ株価インデ

ックス参照ファンド 08-03 の募集については、委託者は、金融商品

取引法（昭和 23 年法第 25 号）第 5 条の規定により、有価証券届出

書を平成 20 年 2 月 15 日に関東財務局長に提出しており、平成 20 年

3 月 2日にその届出の効力が生じております。 

 

2．本投資信託説明書（請求目論見書）は、金融商品取引法第 13 条の

規定に基づく目論見書のうち、同法第 15 条第 3 項の規定に基づき投

資家がファンドを取得する時までに投資家から請求があった場合に

交付を行う目論見書です。 

 

3．ＭＨＡＭ株価インデックス参照ファンド 08-03 の基準価額は、同フ

ァンドに組入れられる有価証券等の値動きによる影響を受けるた

め、変動します。これらの運用による損益はすべて投資家の皆様に

帰属します。したがいまして、元金が保証されているものではあり

ません。 

 

4．本投資信託説明書（請求目論見書）に記載されている税率は、平成

20 年 2 月 15 日現在のものですが、税法が改正された場合には、それ

に伴ない税率が変更される場合があります。 
 

 

この投資信託は、日経平均株価の動きに応じて償還価格等が決定される国

内外の公社債（特にユーロ円債）を主要投資対象としています。日経平均

株価の変化等による組入公社債の価格の下落や、それらの発行者の信用状

況の悪化等の影響により、ファンドの基準価額が下落し、損失を被ること

があります。 

 目  次                      

第１ フ ァ ン ド の 沿 革 ………………… 1 

第２ 手 続 等 ………………… 1 

１ 申 込 (販 売 )手 続 等 ………………… 1 

２ 換 金 (解 約 )手 続 等 ………………… 1 

第３ 管 理 及 び 運 営 ………………… 2 

１ 資 産 管 理 等 の 概 要 ………………… 2 

（1） 資 産 の 評 価 ………………… 2 

（2） 保 管 ………………… 2 

（3） 信 託 期 間 ………………… 2 

（4） 計 算 期 間 ………………… 2 

（5） そ の 他 ………………… 2 

２ 受 益 者 の 権 利 等 ………………… 4 

第４ フ ァ ン ド の 経 理 状 況 ………………… 5 

１ 財 務 諸 表 ………………… 5 

２ フ ァ ン ド の 現 況 ………………… 5 

第５ 設 定 及 び 解 約 の 実 績 ………………… 5 



― 1 ― 
 
 

第１ 【ファンドの沿革】 
平成20年２月15日 関東財務局長に対して有価証券届出書提出 
平成20年３月28日 当ファンドにかかる信託契約締結・設定・運用開始（予定） 

 

第２ 【手続等】 
１ 【申込（販売）手続等】 

(1) 当ファンドの申込期間は、平成20年３月３日から平成20年３月27日までとします。 
(2) 取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたはあらかじめ、自己のために開設されたファン
ドの受益権の振替を行うための振替機関等（委託者があらかじめ、このファンドの受益権を取り扱
うことに同意した振替機関およびこの振替機関にかかる口座管理機関をいいます。以下同じ。）の
口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われま
す。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引換えにまたは設定日に、当該口座に当該
取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託者は、信託設定によ
り生じた受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社債等の
振替に関する法律（政令で定める日以降「社債、株式等の振替に関する法律」となった場合は読み
替えるものとし、「社債、株式等の振替に関する法律」を含め「社振法」といいます。以下同
じ。）に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託者から振替機関
への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記
録を行います。受託者は、信託設定により生じた受益権については設定日に振替機関の定める方法
により振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。 

(3) 取得申込者は、受益権を10口以上１口単位をもって購入することができます。 
(4) 取得申込にかかる受益権の価額は、１口当たり１万円とします。なお、当該価額には、１口当た
り262.5円(税込)を上限に販売会社が独自に定める申込手数料および申込手数料にかかる消費税な
らびに地方消費税に相当する金額（５％、以下「消費税等相当額」といいます。）が含まれており、
当該上限額（１口当たり262.5円（税込））が、設定日に信託財産中から支弁されます。 

(5) 販売会社が独自に定めた申込手数料（受益権１口当たり）が262.5円(税込)未満の場合、申込手
数料上限額および当該申込手数料上限額にかかる消費税等相当額の中から、その差額（１口当たり
の申込手数料上限額と当該販売会社が独自に定める１口当たりの申込手数料額との差額に、取得申
込を行った受益者の取得申込口数を乗じて得た金額ならびにその金額に対する消費税等相当額）を
当該受益者に対し返戻します。 

(6) 申込期間中に受領した申込金額については、信託設定日までの期間については利息を付しません。 
(7) 募集金額が５億円に満たない場合、または当ファンドに関する投資環境等が変化した場合には、
ファンドの設定を中止することがあります。 

 

２ 【換金（解約）手続等】 
(1) 受益者は、平成23年３月３日までの毎月20日（休業日の場合は翌営業日）を解約請求受付日とし
て、自己に帰属する受益権につき、委託者に対し、１口単位をもって一部解約の実行を請求するこ
とができます。ただし、第２期から第５期までに設定された判定日（平成21年３月から平成22年９
月までの３月および９月の各８日（該当日が休業日の場合は翌日以降の最初の営業日とします。以
下同じ。））において早期償還条件（第２期から第５期までの判定日における日経平均株価が、第
２期および第３期は当初株価（当ファンドの設定日から３営業日の日経平均株価の平均値（小数点
第３位切り捨て）をいいます。以下同じ。）比100％以上、第４期および第５期は当初株価比95％
以上のいずれかの水準になることをいいます。）を満たし、直後の決算日において早期償還を行う
こととなった場合、当該判定日の翌営業日以降は一部解約の実行の請求は行えません。 
(注) 日経平均株価は、大引け終値を対象とします。なお、当初株価比の数値については、計算結果の

小数点第３位切り捨てとします。（以下同じ。） 
(2) 前記(1)の規定にかかわらず、受益者(受益者死亡の場合はその相続人、また破産の場合はその破
産管財人)は次の事由により平成20年４月14日以降平成23年３月３日以前において、委託者に１口
単位をもって、その請求日を一部解約の請求受付日とする一部解約の実行を請求することができま
す。ただし、各判定日において早期償還条件を満たし、直後の決算日において早期償還を行うこと
となった場合、当該判定日の翌営業日以降は一部解約の実行の請求は行えません。 
① 受益者が死亡したとき。 
② 受益者が天災地変その他不可抗力により財産の大部分を滅失したとき。 
③ 受益者が破産手続開始決定を受けたとき。 
④ 受益者が疾病により生計の維持ができなくなったとき。 
⑤ その他①～④に準ずる事由があるものとして委託者が認めるとき。 

(3) 受益者は、一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替口座簿に記載または記録
されることにより定まる受益権（「振替受益権」といいます。）をもって行うものとします。その
際、受益者は、投資信託振替制度にかかる口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の
請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託者が行うのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権
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の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座にお
いて当該口数の減少の記載または記録が行われます。これらの場合において前記(2)に規定する事
由によりその請求をするときは、販売会社は、当該受益者に対し、当該事由を証する所定の書類の
提示を求めることができるものとします。なお、この場合には、当該事由を証する所定の書類が販
売会社に提示され、販売会社が一部解約の実行の請求の事務処理を行う日をもって、一部解約の実
行の請求受付日とします。 

(4) 解約請求のお申込み締切時間※は、委託者および販売会社の営業日の午後３時（年末年始など金
融商品取引所が半日取引日の場合は午前11時）までとします。なお、締切時間を過ぎた場合はお申
込できません。 

※ 解約のお申込みが行われ、かつ当該お申込みの受付にかかる販売会社の所定の事務手続きが完了
した時間とします。 

(5) 一部解約の価額は、一部解約の実行の請求を受付けた日の翌営業日の基準価額から当該基準価額
に0.3％の率を乗じて得た額を信託財産留保額※として控除した価額（以下「解約価額」といいま
す。）とします。詳しくは、委託者の照会先(電話番号 0120-324-431 受付時間：営業日の午前９
時～午後５時[半日営業日の場合は午前９時～正午])または販売会社までお問い合わせください。 

※ 「信託財産留保額」とは、運用の安定性を高めるとともに、信託期間の途中で換金する受益者と
保有を継続する受益者との公平を確保するために、換金する受益者が負担する金額で、信託財産
に組入れられます。 

(6) 受益者のお受取額は、既発生収益（解約価額が元本を上回った場合のその超過額）に対する税額
を差引いた金額となります。 

(7) 解約代金は、原則として受益者の請求を受付けた日から起算して、９営業日目から販売会社にお
いて受益者に支払われます。 

(8) 信託財産の資金管理を円滑に行うために大口の解約請求には制限を設ける場合があります。 
(9) 委託者は、一部解約の請求金額が多額と判断される場合、取引所における取引の停止、その他や
むを得ない事情があるときは、一部解約の請求の受付けを中止することおよびすでに受付けた一部
解約の実行の請求を取り消すことができます。この場合、受益者は当該受付中止以前に行った当日
の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しな
い場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算
日（この計算日が前記(1)および(2)に規定する一部解約の請求を受付けない日である場合には、こ
の計算日以降の最初の一部解約請求を受付けることができる日とします。）に一部解約の実行の請
求を受付けたものとして、前記(5)の規定に準じた価額とします。 

 

第３ 【管理及び運営】 
１ 【資産管理等の概要】 
(1) 【資産の評価】 

受益権１口当たりの純資産額である基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価
証券を除きます。)を法令および社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の
資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口
数で除した金額をいいます。基準価額については、委託者の照会先(ホームページアドレス 
http://www.mizuho-am.co.jp/、電話番号 0120-324-431 受付時間：営業日の午前９時～午後５時
[半日営業日の場合は午前９時～正午])または販売会社にお問い合わせいただければ、お知らせい
たします。基準価額は、原則として、委託者の各営業日に計算されます。 

(2) 【保管】 
該当事項はありません。 

(3) 【信託期間】 
信託期間は、平成20年３月28日から平成23年３月27日とします。ただし、後述「(5)その他 ① 

信託契約の解約 １．」に該当する場合は、信託期間終了前に信託契約を解約し、信託を終了させ
ます。 

(4) 【計算期間】 
① 当ファンドの計算期間は、原則として毎年３月28日から９月27日まで、および９月28日から翌
年３月27日までとします。 

② 上記の規定にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日(以下「当該日」といいます。)が休
業日のとき、計算期間終了日は、当該日の翌日以降の最初の営業日とし、その翌日より次の計算
期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、平成23年３月27日とします。 

(5) 【その他】 

① 信託契約の解約 
１．委託者は、第２期から第５期までに設定された判定日における日経平均株価が、第２期およ
び第３期は当初株価比100％以上、第４期および第５期は当初株価比95％以上のいずれかの水
準となった場合には、受託者と合意のうえ、直後の決算日においてこの信託契約を解約し、信
託を終了（早期償還）させます。なお、日経平均株価を構成する株式の20%以上の銘柄の取引
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が停止される場合、または、日経平均株価に関する先物取引が停止される場合などには、当初
株価の算出期間、早期償還の判定日が変更されること、または、組入債券の計算代理人(引受
証券会社等)により適切と判断される値をもって日経平均株価を算出する場合があります。 

２．委託者は、次のいずれかに該当する場合、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信
託を終了（繰上償還）させることがあります。この場合、委託者は書面による決議（以下「書
面決議」といいます。）を行います。ただし、当該信託契約の解約についての委託者による提
案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示を
したときには書面決議は行いません。また、信託財産の状況に照らし、真にやむを得ない事情
が生じている場合であって、書面決議の手続きを行うことが困難な場合にも書面決議は行いま
せん。 
ａ 信託終了前に、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき。 
ｂ やむを得ない事情が発生したとき。 
ｃ 信託契約の一部解約により、受益権の口数が５万口を下回ることとなる場合。 

３．1．または2．により信託契約を解約する場合には、委託者はあらかじめ、解約しようとする
旨を監督官庁に届け出ます。 

４．委託者は、次の事象が起きた場合、信託契約を解約し、信託を終了（繰上償還）させます。 
ａ 委託者が監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき。 
ｂ 委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき、または業務を廃止したと
き。ただし、監督官庁が、この信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託会社に引
継ぐことを命じたときは、この信託は、「② 信託約款の変更等」の書面決議が否決された
場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間において存続します。 

ｃ 受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者を解任した場合において、委託者が新受託
者を選任できないとき。 

② 信託約款の変更等 
１．委託者は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき
は、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合
（投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併
合」をいいます。以下同じ。）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合し
ようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は「② 信託約款
の変更等」および「③ 書面決議」に定める以外の方法によって変更することができないもの
とします。 

２．委託者は、前記1．の事項（前記1．の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当す
る場合に限ります。以下、併合と合わせて「重大な約款の変更等」といいます。）について、
書面決議を行います。ただし、当該重大な約款の変更等についての委託者による提案につき、
この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときに
は書面決議は行いません。 

３．この投資信託において併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合にかかる一又
は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託と
の併合を行うことはできません。 

４．委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、上記の規定
にしたがいます。 

③ 書面決議 
１．委託者は、信託契約の解約または重大な約款の変更等に係る書面決議を行う場合には、あら
かじめ、書面決議の日および当該決議の内容に応じて次の事項をそれぞれ定め、当該決議の日
の2週間前までに、この信託契約または信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもっ
てこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。 
ａ 信託契約の解約の場合 信託契約の解約の理由など 
ｂ 重大な約款の変更等の場合 重大な約款の変更等の内容およびその理由など 

２．書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属する
ときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。以下この２.において同じ。）は
受益権の口数に応じて議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益
者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみ
なします。 

３．書面決議は、議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受益者の議決
権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。 

４．書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。 
５．信託契約の解約または重大な約款の変更等を行う場合には、書面決議において当該解約また
は重大な約款の変更等に反対した受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財
産をもって買取るべき旨を請求することができます。この買取請求権の内容および買取請求の
手続に関する事項は、前記1．の通知書面に付記します。 
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④ 償還金の支払い 
償還金は、原則として、償還日（償還日が休業日の場合には当該償還日の翌営業日）から起算

して５営業日までに販売会社において、支払いが開始されます。 
※ 償還金は、償還日に振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日
以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。）に対し、お支払いし
ます。 

⑤ 委託者の事業の譲渡および承継に伴なう取扱い 
１．委託者は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴ない、この信託契約に関
する事業を譲渡することがあります。 

２．委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴ないこの信
託契約に関する事業を譲渡することがあります。 

⑥ 関係法人との契約の更改ならびに受託者の辞任および解任に伴う取扱い 
１．委託者と販売会社との間の募集・販売等契約は、締結日から原則２年間とし、期間終了の３
ヵ月前までに別段の意思表示のない時は、同一条件にて継続されます。 

２．受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。また、受託者がその
任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者ま
たは受益者は、裁判所に受託者の解任を申立てることができます。受託者が辞任した場合、ま
たは裁判所が受託者を解任した場合、委託者は、「② 信託約款の変更等」の規定にしたがい、
新受託者を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託者を解任するこ
とはできないものとします。委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約
を解約し、信託を終了させます。 

⑦ 信託事務処理の再信託 
受託者は、当ファンドにかかる信託事務処理の一部について、資産管理サービス信託銀行株式

会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託にかかる契
約書類に基づいて所定の事務を行います。 

⑧ 公告 
委託者が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。 

⑨ 有価証券報告書、運用報告書 
当ファンドについて、法令の定めるところにより、計算期間終了毎に「有価証券報告書」を提

出します。また委託者は、計算期間の終了後毎に期中の運用経過のほか、信託財産の内容、有価
証券売買状況などを記載した「運用報告書」を作成します。「運用報告書」は、予め受益者が申
し出た住所に販売会社から届けられます。 

 

２ 【受益者の権利等】 
受益者の有する主な権利は次の通りです。 

(1) 収益分配金に対する請求権 
受益者は、委託者の決定した収益分配金を、持分に応じて請求することができます。ただし、

受益者が収益分配金について支払開始日から５年間その支払いを請求しないときは、その権利を
失い、受託者から交付を受けた金銭は、委託者に帰属するものとします。 
 収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者
（当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除き
ます。）にお支払いします。 

(2) 一部解約の実行請求権 
受益者は、一部解約の実行を信託約款の規定および本書の記載にしたがって請求することがで

きます。 

(3) 償還金に対する請求権 
受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。ただし、受益者が、信託終了によ

る償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託
者から交付を受けた金銭は、委託者に帰属するものとします。 

(4) 帳簿書類の閲覧・謄写の請求権 
受益者は、委託者に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿書類の

閲覧または謄写を請求することができます。 

(5) 書面決議における議決権 
信託契約の解約または重大な約款の変更等を行うために委託者が書面決議を行う場合、受益者

（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者
としての受託者を除きます。）は、当該書面決議において、自己に帰属する受益権の口数に応じ
て議決権を有し、これを行使することができます。なお、受益者が議決権を行使しないときは、
当該受益者はかかる書面決議について賛成するものとみなします。 

(6) 書面決議に反対した場合の買取請求権 
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書面決議に基づき解約または重大な約款の変更等を行う場合、当該書面決議に反対した受益者
は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することが
できます。この買取請求権の内容および買取請求の手続に関する事項は、書面決議にかかる通知
書面に付記します。 

 
第４ 【ファンドの経理状況】 
１ 【財務諸表】 

当ファンドは、平成20年３月28日から運用を開始する予定であり、それまでは何ら資産を保有
していません。 
ファンドの信託財産に係る財務諸表等の作成にあたっては、「財務諸表等の用語、様式及び作

成方法に関する規則」および「投資信託財産の計算に関する規則」の定めるところによります。 
ファンドの会計監査は、新日本監査法人が行います。 
 

２ 【ファンドの現況】 
当ファンドは、平成20年３月28日から運用を開始する予定です。したがって、該当記載事項は

ありません。 
 

第５ 【設定及び解約の実績】 
該当事項はありません。 
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